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はじめに 

 

 平成 23年 3月 11日午後 2時 46分、東北地方の三陸沖を震源とする我が国観測史上最大

のマグニチュード 9.0 の大地震が発生した。さらにこの地震により、これまでの概念を  

覆すほどの大津波が、東北地方をはじめとする各地を襲い、未曾有の大災害をもたらした。

国難ともいえるこの大災害は、「東日本大震災」と命名された。 

 東北地方から関東地方の太平洋沿岸には、原子力発電所及び関連施設が点在しており、

その中の一つである東京電力㈱福島第一原子力発電所においては、地震と津波によって、

これまで日本では起こりえないと言われた放射性物質の外部への大量放出という原子力 

災害を引き起こした。国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）では、旧ソ連のチェルノ

ブイリ原子力発電所事故と同じレベル 7の事故と暫定評価されたところである。 

 国や東京電力㈱では、想定外の事故という表現をしているが、2009 年（平成 21 年）の

耐震安全性の再評価過程の中で 869 年の貞観地震の指摘がなされており、その後において

東京電力㈱をはじめとして、原子力安全・保安院や原子力安全委員会においても具体的な

対応が取られなかったことを考えると、想定外の事故なのか、人災なのかといった疑問を

抱かざるを得ない。 

また、全国の原子力発電所所在市町村は、これまで国策として進められてきたエネルギ

ー政策、特に原子力政策について、国を信頼し、事業者を信頼し、国のため、国民の生活

向上のために、全力をあげて取組んできた。しかしながら、今回の事故は、国の政策・   

方針、国民の考え、生活様式等を根底から覆すほどの衝撃を与え、今後の国の将来や国民

生活に多大な影響を与えたが、この事故について、その後の国や東京電力㈱の対応には、

疑問を投げかける声は多い。 

事故前後の国や東京電力㈱の対応について、国は「東京電力福島原子力発電所における

事故調査・検証委員会」をはじめとする委員会などを立ち上げ、検証を行っているが、   

事故後の被災市町村への国の対応や取組は、遅々として進まず、また、国が対応策を発表

しても、結局は自治体が対応せざるを得ない状況であった。 

このような中で、被災地である双葉町長から、立地市町村でこの原子力災害を調査して

ほしいとの御提案をいただいた。これを受けて、全国原子力発電所所在市町村協議会では、

今回の原子力災害における被災市町の状況及び、同じ地震と津波を受けながら、福島第一 

原子力発電所のような事故を起こさなかった東北電力㈱女川原子力発電所と日本原子力発

電㈱東海第二発電所の状況を調査することとした。 

 

 

本調査にあたり、被災市町村においては行政機能を移転し、避難住民対応などで御多忙

を極める中、本調査に御協力いただき、心より感謝申し上げます。被災された住民の皆様

はもちろんでありますが、職員の方々自身も被災され、避難生活を送りながら過酷な勤務

をされており、一日も早く元の生活に戻られることを願うばかりです。 

 また、本報告書については、二度とこのような事故を起こすことのないよう、各自治体

において安全・防災対策など、今後の原子力行政のあり方について、検討・考慮するため

の一助となれば幸いです。 

 

 

平成２４年３月 
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Ⅰ 調査概要 

 

１．調査目的 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれが引き起こした津波に 

より、福島第一原子力発電所では、これまで日本が経験したことのない規模の放射性  

物質の放出という深刻な原子力災害が発生した。 

被災した市町村では、住民避難をはじめ、自治体機能自体を移転するなど、現在も  

非常に過酷な行政運営を強いられている。 

このため、全国原子力発電所所在市町村協議会（以下、「全原協」という）では、    

立地地域として、市町村自らが被災自治体調査などを行い、この災害を検証し、安全・

防災対策をはじめとする今後の原子力行政に反映させることを目指す。 

 

２．調査体制 

（１）原子力災害検討ワーキンググループの設置について 

被災自治体調査などを進めるにあたり、全原協（会員 25 市町村 準会員 7 市町村）  

では、協議会構成市町村の中から 5市 5町 3村の職員で構成する「原子力災害検討ワー

キンググループ」（以下、「ワーキンググループ」という）を設置した。 

また、ワーキンググループの中から、主査（グループリーダー）を選出した。 

 

（２）被災自治体等調査プロジェクトチームの編成 

ワーキンググループでは、全原協会員の中で被災した福島県内の 6 市町（双葉町、  

大熊町、楢葉町、富岡町、南相馬市、浪江町）及び原子力災害に至らなかった事業者   

（女川原子力発電所及び東海第二発電所）を調査対象とし、各被災市町調査、事業者  

調査の実施にあたり、「被災自治体等調査プロジェクトチーム」（以下、「プロジェクトチ

ーム」という）の編成を行った。各プロジェクトチーム（全 6 チーム）は、ワーキング

グループ構成市町村から調査員 3～6人と事務局 1人で編成した。 

 

（３）調査項目 

① 通報連絡・情報伝達に関すること 

ア 事業者について 

・通報連絡 

・情報提供の有無及び手段 

・通報連絡の状況と問題点 など 

イ 国・県について 

・緊急事態宣言の連絡手段 

・住民避難指示の連絡手段、内容 など 

② 住民避難に関すること 

ア 住民避難対応について（避難所運営除く） 

・住民広報・避難指示 

・避難先及び避難方法の確保 

・災害時要援護者、病院患者の避難対応 

など 

イ 安定ヨウ素剤について 

・配布、服用指示 など 

③ 防災体制に関すること 

・防災訓練の有効性 

・行政機能移転 など 

④ 避難所運営について 

・物資状況及び生活状況 など 

⑤ その他 

・震災対応上の問題、課題 

・復旧・復興における優先項目 

・「災害救助法」の問題点 

・「原子力損害の賠償に関する 

法律」の問題点 など 

・住民の健康調査（被ばく検査等） 

・放射性物質除去の状況 

・住民対応にあたる職員の状況など 
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（４）ワーキンググループ及びプロジェクトチームのメンバーについて 

ワーキンググループは、リーダーである主査と 12人の委員により構成され、また、 

プロジェクトチームは、16人の調査員より編成した。 

メンバーは、次のとおりである。 

 

（原子力災害検討ワーキンググループ及び被災自治体等調査プロジェクトチームメンバー一覧） 

市町村 役    職 氏   名 所 属 

泊 村 企画振興課課長補佐 伊名野巌夫 WG委員 

東通村 原子力対策課主事 石野慎一郎 WG委員、PT調査員 

女川町 企画課参事 今村  等 WG委員、PT調査員 

東海村 原子力対策課課長補佐 高橋 章一 WG委員 

御前崎市 
防災課課長補佐 山本 正典 WG委員、PT調査員 

原子力政策室係長 沖  和彦 PT調査員 

柏崎市 防災・原子力課主任 村山 昭雄 WG委員、PT調査員 

志賀町 
生活安全課参事 細川 洋治 WG委員、PT調査員 

生活安全課主幹 向井  徹 PT調査員 

敦賀市 
危機管理対策課課長補佐 小川  明 WG委員、PT調査員 

危機管理対策課技師 鈴木  裕 PT調査員 

美浜町 企画政策課主事 武田 定幸 WG委員、PT調査員 

松江市 
原子力安全対策課主任 高木 賢一 WG委員、PT調査員 

原子力安全対策課係長 成瀬 和久 PT調査員 

伊方町 総務課危機管理室専門員 谷口 良二 WG委員、PT調査員 

玄海町 総務課長 古賀 武文 WG委員、PT調査員 

薩摩川内市 
企画政策部原子力対策課長 中村  真 WG主査 PT調査員 

防災安全課防災グループ主任補 山下光太郎 PT調査員 

事務局 

(敦賀市) 

理事（企画政策担当） 嶽  勤治 事務局長 

企画政策部政策幹（原子力安全対策課長） 本多 恒夫 事務局次長 

原子力安全対策課主幹 清水 久伸  

原子力安全対策課係長 加藤 二義  

原子力安全対策課主事 尾上 敦洋  

原子力安全対策課主事 大谷 友晃  

原子力安全対策課主事 北川 尚希  
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３．経緯及び活動実績（ワーキンググループ会議、被災自治体等調査など） 

  平成 23年 5月 12日開催の全原協緊急役員会にて、被災地である双葉町長より、本協

議会でプロジェクトチームを設置し、立地市町村の視点で、原子力災害の記録や調査・

検証を行ってほしいとの提案をいただいた。また、5月 30日にも同町長と事務局が意見

交換を行い、事業者調査などの追加提案をいただいた。 

 その後、6月 28日の幹事会を経て、以下の経緯で活動を行った。 

 

平成 23年 7月 26日     

[役員市町村原子力防災担当者会議] ・被災自治体調査等について など 

平成 23年 8月 22日～25日 

 [被災自治体調査] ① 福島県双葉町 （埼玉県加須市） 

                【調査員：薩摩川内市、志賀町、美浜町、敦賀市、事務局 計 5名】 

平成 23年 9月 29日～30日 

[ワーキンググループ第 1回会議]  ・調査結果概要報告 

・今後の調査について など 

平成 23年 10月 12日～14日 

  [被災自治体調査] ② 福島県大熊町 （福島県会津若松市） 

【調査員：薩摩川内市、柏崎市、東通村、敦賀市、事務局 計 5名】 

平成 23年 10月 12日～13日 

[被災自治体調査] ③ 福島県楢葉町 （福島県会津美里町） 

【調査員：御前崎市、志賀町、美浜町、事務局 計 4名】 

平成 23年 10月 18日 

[被災自治体調査] ④ 福島県富岡町 （福島県郡山市） 

【調査員：薩摩川内市、玄海町、柏崎市、事務局 計 4名】 

平成 23年 10月 19日 

[被災自治体調査] ⑤ 福島県南相馬市 

【調査員：薩摩川内市、玄海町、柏崎市、事務局 計 4名】 

※ ④，⑤は同一チーム 

平成 23年 10月 26日～27日 

[被災自治体調査] ⑥ 福島県浪江町 （福島県二本松市） 

                  【調査員：伊方町、松江市、薩摩川内市、敦賀市、事務局 計 5名】 

平成 23年 11月 15日～16日 

[事業者調査]   ⑦ 事業者調査    （東北電力㈱女川原子力発電所、 

日本原子力発電㈱東海第二発電所） 

                  【調査員：薩摩川内市、女川町、柏崎市、御前崎市、 

松江市、美浜町、事務局 計 7名】 

平成 23年 11月 25日 

[ワーキンググループ第 2回会議]  ・調査結果概要報告 

・今後の取りまとめ方針の検討 など 

平成 24年 1月 18日～19日、1月 26日～27日 

[ワーキンググループ、各調査プロジェクトチーム代表者による報告書素案作成会] 

平成 24年 2月 7日 

[ワーキンググループ第 3回会議]  ・報告内容の検討及び修正 

・課題、問題点、今後検討すべき事項についての 

検討協議 など 
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Ⅱ 調査結果概要 

 

１．双葉町 

（１）被災市町の状況について 

① 調査場所 双葉町役場埼玉支所（埼玉県加須市 旧埼玉県立騎西高等学校内） 

調査期間 平成 23年 8月 22日～25日 

  ② 町勢要覧 

    ・人口     6,932人（平成 22年国勢調査） 

・世帯総数  2,393世帯（平成 22年国勢調査） 

・面積     51.40平方 km 

・職員数    104人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

・東京電力㈱福島第一原子力発電所の 5号機と 6号機が立地している。 

  ④ 避難状況 

   ア 主な住民避難経緯  

・3月 12日～19日 川俣町（6箇所） 

    ・3月 19日～30日  さいたまスーパーアリーナ 

    ・3月 30日～       旧埼玉県立騎西高等学校 

   イ 避難者数（平成 23年 8月 19日現在）   

県内への避難人数： 3,089人 

     県外への避難人数： 3,904人 

     所在不明・海外等：    64人  

         計   ： 7,057人 

  ⑤ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ）  

    ・建設戸数 764戸 

    ・入居戸数 379戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

    ・第 1 報、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という）第 10 条通報、

第 15条通報の内、第 1報、第 10条通報とも記録がなく、第 15条通報について

は固定電話への連絡はあったが、時刻など詳細は確認ができなかった。 

    ・3月 11日午後 5時頃に東京電力㈱職員 2名の派遣があり、以降、常駐して状況   

説明がなされた。 

  ② 国・県からの連絡 

    ・3月 12日午前 6時 29分に国から、FAXで 10㎞圏内の住民避難指示を受けた。 

  ③ その他 

    ・停電したが、非常用発電機により電源を確保した。 

    ・固定電話 1台、FAX1台のみ使用可能であった。 

    ・情報は、テレビが先であった。 

 

（３）住民避難について 

  ① 一次避難（双葉町～川俣町） 

   ア 住民広報 

    ・防災行政無線と広報車 1台で、住民広報を行った。 
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イ 避難方法 

・11 日はすでに地震及び津波災害により、2,600 人程度が双葉町内の各地区集会

場に避難していた。 

    ・自家用車、自衛隊の車両、ヘリコプター、国が用意したバスなどで避難した。 

    ・町長自ら川俣町と連絡を取り、受け入れ先を確保した。 

   ウ 渋滞状況 

    ・国道 114号線を使用し避難するよう住民広報したが、避難道路は大渋滞した。 

    ・通常、1時間かからないところで、5時間かかったという情報があった。 

   エ その他 

    ・川俣町災害対策本部の支援により食事は確保されたが、下着類が不足していた。 

    ・雑魚寝状態で、地区割りやプライバシーの確保ができなかった。 

  ② 二次避難以降 

    ・福島県へ依頼し、避難先を確保した。（さいたまスーパーアリーナ） 

    ・福島県と埼玉県が調整し、次の避難先を決定した。（旧埼玉県立騎西高等学校） 

  ③ 災害時要援護者などの対応 

    ・各地区民生委員に電話で災害時要援護者の確認をするように指示した。 

    ・病院患者の避難は各施設で対応し、特に双葉町は関与していない。 

    ・逃げ遅れや自主的に逃げない住民は、自衛隊の車両やヘリで避難した。 

  ④ その他 

    ・3 月 11 日午後 8 時 50 分の 2km 圏内の避難指示によって原子力災害と認識し、

それまでは、津波被害や地震被害への対応に追われていた。 

    ・住民の安否確認と町外者からの安否照会に忙殺される日々が続いた。 

    ・週休 1日制としているが、避難住民と同居しており不休状態が続いた。（～8月） 

 

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

  ① 国・県からの連絡状況 

    ・3 月 12 日午後 1 時 38 分に国の原子力災害現地対策本部長より FAX にて「避難

所への搬入準備の状況確認と薬剤師、医師の確保に努めよ」との指示があった。 

  ② 配布・服用状況 

    ・3月 12日は対応できず、2～3日後の川俣町にて配布、服用した。 

    ・全体分が足らず、県が準備、調合し保健師が搬入した。 

    ・特に拒絶反応などはなかった。 

 

（５）井戸川 克隆 双葉町長 との面談（概要）     

  ① 面談日  平成 23年 8月 23日 

  ② 発言概要 

（原子力発電所について） 

・従来から東京電力㈱に対して、安全対策等、お金をかけるべきところはかけて  

くれと、それがかえって安くつくという話をしてきた。また、トラブル・事故

等があった場合、その都度、失敗に学ぶことが大事だと言ってきたが、活かさ

れなかった。 

・後継者、技術者を養成し、しっかり技術の継承をお願いしますと再三申し上げ

てきた。 

・現在働いている人達は、数少ない本当に現場に精通した人達である。あの人達

を大事にしなかったら、福島第一原子力発電所はもうお手上げである。 
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・発電所に対する取組み方、体制については、プロにならないといけない。災害

は起こるんだという事、ヒューマンエラーでも起こる。自然災害ばかりでは  

ない。 

（避難関連） 

・SPEEDIが活用されなかった。避難していったところに、線量の高い地帯があり、

そこでしばらく生活していたという大きな問題がある。 

・ホールボディチェックを 8 月末から 9 月にかけて実施するが、何故 4 ヶ月も   

5 ヶ月も過ぎてから行うのか。現在測った方は、ほとんど影響がないという  

評価をされている。 

（防災関連） 

・住民組織を作り、その中で役割分担を明記し、そしてその役割の中で動くよう

にする必要がある。 

・防災訓練というのは一歩踏み込んだ訓練をした方がいいと思う。とにかく、  

逃げてしまえばいいわけであり、あとは何処かで集合すればいい訳だから。  

その集落(地区)で、隣組み単位で逃げられる体制を作っておけばいい。 

・我が町は、防災協定、災害援助協定など、どこの町とも結んでいなかったが、 

これはやっておくべきである。 

・（災害時に）職員が備えておくべき事というのは、皆で組織をどのように維持  

していくかである。 

（国の対応等について） 

・政府は避難指示を出して以降、ほとんど災害救助法の中で対応しているが、  

災害救助法だけでは、原子力災害の対応は限界だと感じている。 

・今度の（原子力損害賠償）支援機構法というのがあるが、目的を見るとどうも

電力会社を支援するための法律にかわってしまったのかなと、少しおかしいの

ではないかと思う。 

・日本の行政は、同じ部署にいる期間が短すぎる。プロが育ちにくい環境である。 

（その他） 

・全原協でもこういう事故事例を検証するスタッフを作らないといけないのでは

ないだろうか。全原協は、変わらなければならないと思う。 

・原子力立地 4 町が全て避難という事は過去にもなく、被災した市町村がどれだ

け苦労しているかという事を調査して欲しいと思う。 

・これから交付金は使うための交付金ではなく、事故対応の使い方を国に認めて

もらう。 

・あるいは、事故対応の基金造成のための交付金の上積みを諮ってもらう事が  

大切ではないだろうか。全原協として、国に交付金のあり方の見直しを求めて

欲しい。 
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（６）調査写真 

 

↑双葉町が災害対策本部を置く「旧埼玉県

立騎西高等学校」 

↑井戸川克隆双葉町長から原子力災害に

ついて話を伺う 

↑双葉町職員から事故発生後の経緯など

について聴取 

↑旧職員室に設置されている災害対策 

本部 

↑避難住民は剣道場をはじめ各教室など

で生活を余儀なくされている 

↑体育館には全国から寄せられた物資が

集められている 
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↑廊下には、住民への情報提供として雇用

情報等がはり出されている 

↑避難住民の食事は、地元ボランティアに

より支えられている 
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２．大熊町  

（１）被災市町の状況について 

① 調査場所 大熊町役場会津若松出張所 

（福島県会津若松市 会津若松市役所追手町第二庁舎内） 

 調査期間 平成 23年 10月 12日～14日 

  ② 町勢要覧 

    ・人口      11,515人（平成 22年国勢調査） 

・世帯総数 3,955世帯（平成 22年国勢調査） 

・面積     78.70平方 km 

・職員数    126人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

    ・東京電力㈱福島第一原子力発電所の 1～4号機が立地している。 

  ④ 避難状況 

   ア 主な住民避難経緯 

 ・3月 12日～4月 4日 田村市、三春町、小野町、郡山市（計 27箇所） 

    ・4月 3日～      会津若松市 

イ 避難者数（平成 23年 9月 30日現在）   

県内への避難人数： 7,734人 

     県外への避難人数： 3,734人 

     所在不明・海外等：   23人  

         計   ： 11,491人 

⑤ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ） 

    ・建設戸数 1,286戸 

    ・入居戸数 1,116戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

       ・第 1報、原災法第 10条通報、第 15条通報の内、第 10条通報、第 15条通報に

ついては、固定電話にて連絡があった。 

・役場と原子力発電所とのホットラインは福島第一原子力発電所用、福島第二  

原子力発電所用が配備されていたが、手回し式の福島第二原子力発電所用のみ

がつながり、それを用いて福島第一原子力発電所の状況を確認した。 

    ・3月 11日午後 8時頃に東京電力㈱職員 2名の派遣があり、以降、常駐して状況   

説明がなされた。 

  ② 国・県からの連絡 

    ・国から固定電話を用いて、3km圏内及び 10km圏内の避難指示について、連絡が

あった。（10km圏内の避難指示については細野首相補佐官から直接指示） 

    ・県独自の 2km圏内避難指示については、県からの連絡はなかった。 

  ③ その他 

    ・町内は停電していたが、非常用発電機により庁舎内の電源を確保した。固定  

電話 1台と FAX1台が使用可能であったが、電話は不通が多く、FAXは受信時刻

のズレや未受信となることがあった。 

    ・第 10条通報後、職員がオフサイトセンターに情報収集に向かったが、オフサイ

トセンターが有効に機能しておらず、町単独で対応した。 

    ・その後、オフサイトセンターとして隣接する福島県原子力センターが使用され、
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3月 11日午後 4時 30分頃に職員を 1人派遣し、FAXなどの受信確認を行った。 

・緊急事態宣言の情報は、テレビから入手するのが最も早かった。 

 

（３）住民避難について 

  ① 一次避難（大熊町～田村市、三春町、小野町、郡山市） 

   ア 住民広報 

    ・防災行政無線や広報車などを用いて住民広報を行った。 

    ・防災行政無線が一部不通の箇所については、消防団を通じて連絡した。 

   イ 避難方法 

    ・3km圏内については、津波により早期に町内施設へ避難をしていた。 

・10km 圏内については、隣接する田村市など 27 箇所へ避難したが、大熊町が   

避難情報を入手する以前に現場にて他の機関が避難を指示したため、一部で 

混乱が生じた。 

・福島県からは田村市に避難するように指示があったが、実際は他町村からの  

受け入れもあり、避難所が満杯でたらい回しになることもあった。 

・避難については、国土交通省が手配したバス 50台、自衛隊車両、自家用車など

で避難した。 

   ウ 渋滞状況 

    ・避難ルートは、国道 288 号線を利用したが、幅員が狭く、他町村からの避難   

車両も流入したため、大渋滞した。 

    ・往復 1時間程度のところで 3時間かかった。 

   エ その他 

    ・警察の誘導により、一部の住民が川内村方面へ避難した。 

② 二次避難以降 

・4月 3日より、会津若松市の宿泊施設などへ避難した。 

  ・その後も、会津若松市・いわき市などの仮設住宅へ避難した。 

③ 災害時要援護者などの対応 

    ・災害時要援護者への対応は民生委員・消防団による戸別訪問を実施した。 

・台帳未登録者への対応として、消防団による避難の最終確認を行った。 

 

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

① 国・県からの連絡状況 

    ・国、県から配布、服用の指示はなかった。 

② 配布・服用状況 

    ・庁舎や病院に県が整備した安定ヨウ素剤を保管しており、田村市などへ避難  

する際に、町内に保管してあった安定ヨウ素剤を持って避難したが、配布・   

服用しなかった。 

・三春町、小野町に避難した 40歳以下の住民の一部は服用した。 

 

（５）渡辺 利綱 大熊町長 との面談（概要） 

  ① 面談日  平成 23年 10月 12日 

  ② 発言概要 

（これまでの防災体制関連） 

・原子力の立地地域は国、県、事業者も含めて訓練をしていたが、実際には全く

役に立たなかった。 
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（避難関連） 

・必要な情報が伝わらず、11日夜にはそこまで危機的とは考えていなかった。 

・何故危機感が働かなかったのかが反省点。 

・避難時には、正確な情報が国から伝えられるべきだが、どこに避難するのかも  

分からず、県から田村方面にと言われただけ。それでも具体的に指示があった

のは大熊だけと聞いている。 

（住民対応） 

・電話などが使えず、情報が入らなかったのでテレビが唯一の情報源で、避難  

住民に発電所の状況を説明できない状態であった。 

・少しの間の避難と考えていたので、貴重品などを置いてきており、数百件の  

空き家被害があった。国の規制は抜け道があり、正直者が被害にあうという  

状況ではいけない、警察がしっかり対応すべきところ。 

・また、電話一本で避難というのではなく、本来は国が避難誘導、方法など全て

すべきものである。 

・問題なのは雇用などであり、先が見えないままで自治体機能を維持できるか  

ということ。 

（国等への要望） 

・国、県、事業者が、本来すべきことを町がやらなければいけない状況が続いて

いる。 

・例えば、発電所の状況説明などは保安院や事業者がすべきだが、テレビからの  

情報で、町が実施していた。 

・除染計画も何故国が作ってくれないのか。警戒区域には若い職員を入れたくは

なく、大事なところは国がやるという基本方針を示すべき。 

（その他） 

・40 年間共生してきたので、「はい脱原発」とは言えない。将来的には脱原発で

いいが、資源のない国であることを踏まえ、国のビジョンをしっかりと示す  

ように言ってほしい。 

・今後どうするかはコスト、資源の問題もあり、私は、より安全な形での原子力

はしばらく必要と考えている。 

・なお、全原協の中でも地域によって温度差があり、脱・減・推進などの方向性

をひとまとめにしていけるものなのかと思う。 

 

（６）仮設住宅住民との意見交換 

① 実施日  平成 23年 10月 13日 

② 場所    会津若松市 扇町１号仮設住宅 

③ 参加者  30代以上の男女（約 50名） 

④ 発言概要 

（避難状況について） 

・事故時は消防の分団長が来て｢バスで避難してくれと言われ｣、電話もつながら

ない状態だったので、区長と分団長で一軒ずつ連絡に回った。 

・1台目のバスに乗り切れず、2台目を待ったが、朝から準備し、避難所に着いた

のは 2 時頃。それまで食料も何もなかった。また、当日は、おにぎり 1 個と   

ペットボトル 2本であった。 

・食料の配給も最初の人は多くもらっていたが、私たちには僅か。後にはもらえ

ない人もいた。 
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・運転手も何が何だが分からず、避難所も満杯でたらいまわしに。 

（情報提供について） 

・災害時の住民への広報の仕方がどうしても疑問だ。 

・防災も何も分からず、みんなパニック状態で、どこに行けばいいのかも分から

ず逃げた。発電所から 1km くらいのところにいたが、渋滞して停まっているの

に役場の人は素通りしていった。（原子力災害時ではなく、津波災害時の話との

こと。） 

・原子力発電所の事故の情報は全く入って来ず、夕方くらいに初めて気付いた。 

・12日朝の 6時頃にテレビで避難指示があったが、本当かどうか役場に問い合わ

せても分からない状態。東電ならば車で 10 分の位置に事務所があったので、 

東京電力㈱が広報に来れば、パニックは起きなかったはずだ。 

・役場の避難指示はどうなっていたのか。最初は、田村に避難してくれと言った

が、バスが満杯のため乗れず、一旦、家に薬を取りに帰って戻ると、マスクを

付けた人が川内に行けと指示された。誰がどういう指示を出していたのか。 

（福島県が田村にと指示していたが、応援に来た警察が別の場所を指示していた

模様と回答、しかし住民からはどこの人か確認したところ県庁の職員と言われ

たとのこと。） 

・防災放送での広報時に｢貴重品を持つように｣と一言欲しかった。2～3日の避難

と思い着の身着のまま出てきてしまった。多数の空き巣被害が出ている。 

・防災無線ではバスが来ると言っていたが、｢帰れない｣とは一言も言わなかった。

何故言ってくれなかったのか、犬も繋いだまま出て来てしまった。（自治体も 

今回の事態は考えていなかったと回答） 

・バス 50 台は国で用意したのか。（その通りと回答）何もないのに準備するはず

はない。国は爆発すると分かっていたはずだ。 

（防災関係について） 

・毎年防災訓練は 3km 圏内で平日に行っていたが、従前から休日に訓練をする   

よう要請してきた。休日ならば、子ども達なども訓練に参加できていたはず。

とうとうやってもらえずじまい。 

・訓練も全ての行政区でやるべき。 

・オフサイトセンターは役立たずだ。 

・避難の時、携帯電話で気象サイトを見て南に逃げた。普通の時から知識を広め

ていかないと。 

（除染関係について） 

・除染とは、どういうことを考えているのか。除染ではなく、隔離じゃないか。

最終処分先も決まっていないのに順番が逆。集めるだけで除染という言葉が 

おかしい。 

・関係者に家の中にまで放射性物質が入って来ているのに（多くの民家の屋根が

地震で損傷し、雨水が入ってくる状態とのこと）どう除染できるのか聞いたら、

出来ないと言われた。 

・山の除染はどうやるのか。木もダムもある。表土もどこに持っていくのか。 

（原子力について） 

・福島の事故を糧にしてもらわないと。 

・民間がやっている限り、コスト優先の考え方である。民間がやるのならば、   

なくした方がいい。 

・事故を起こすべきではなかったが、まずあんなものを造るべきではなかった。 
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（仮設住宅について） 

・温水の追い炊きが出来ない、足音が響く、トイレの照明スイッチがトイレの  

内側に付いている。不便を知って作ってもらいたい。（仮設というが、何年先に

帰れるか不明なので長期的に住める住宅にして欲しいとの要請） 

（国への要望等） 

・帰れないのならはっきり言うべき。除染の瓦礫もどうするのかもはっきり言わ

ない。はっきり言わないのが一番駄目。 

・仮設住宅の期限の 2 年が過ぎた後は、どこに住めばいいのか。3km 内は住める

のか。大熊町には帰れるのか。 

・帰れるという尺度は。30 年後、100 年後のことを言っているのか。親戚も遠く

に行ってしまう。帰れないならビルを建てて欲しい。 

・集合住宅を作るといっているが、そんなものはいらない。元の土地を買収して

個人で家を作れるようにして欲しい。 

・何年こういう生活をすればいいのか。帰れないなら早く言って欲しい。 

・帰れると言うのなら、国会議員、東電役員にも 3km内に住んでもらいたい。 

・帰りたいけど、帰っても釣りも畑も山菜も仕事もない。 

・10日間でもいいから、仮設住宅に偉い人が住んで欲しい。 

・我々の中では、若い人は帰らないと考えている。5年後に戻れても 65歳以上の

限界集落になる。 

・原子力の避難道路は最低 4車線必要。 

・子どもは口に出さないが、元の生活に戻りたがっている。学校も部活も友達も

皆バラバラ。私たちは文句を言えば気が晴れるが、子どもは気が晴れない。 

・菅直人前総理は、お遍路参りをしていると聞くが、本来は、こういうところを

回って説明や意見を聞くべきではないのか。 

（全原協への要請） 

・全国の立地地域と言うが、意見交換が遅すぎる。一時帰宅する度に線量が上が

る状態であり、もう住めないと感じている。私たちの痛みを感じて。 

・原子力発電はいらない。ここにいる人（調査員）の発電所が駄目になったら、

日本には住めない。間に合うくらいの電気でいい、安全にして欲しい。 

・皆さんのところで事故があったらどうするのか、どこに行くのか考えて欲しい。

どの道路で逃げるのかも最初から決めておかないとパニックになる。 

・電力は何かあればお金を考えている。全国でも考えて欲しい。事故を絶対に  

起こしてはいけない、何億でも何兆でもかかろうが安全対策を。 
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（７）調査写真 

 

↑大熊町が災害対策本部を置く「会津若松

市役所追手町第二庁舎」 

↑渡辺利綱大熊町長から原子力災害につ

いて話を伺う 

↑大熊町職員から事故発生後の経緯など

について聴取 

↑仮設住宅で大熊町民の方々と意見交換 

↑体育館には全国から寄せられた物資が

集められている 

↑会津若松市内に整備された仮設住宅 
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３．楢葉町 

（１）被災市町の状況について 

  ① 調査場所 楢葉町会津美里出張所（福島県会津美里市 会津美里町本郷庁舎内） 

調査期間 平成 23年 10月 12日～13日 

  ② 町勢要覧 

    人口      7,700人（平成 22年国勢調査） 

世帯総数 2,576世帯（平成 22年国勢調査） 

面積   103.45平方 km 

職員数   114人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

    ・東京電力㈱福島第二原子力発電所の 1号機と 2号機が立地している。 

    ・東京電力㈱福島第一原子力発電所から、南へ約 12kmに位置している。 

④ 避難状況 

   ア 主な住民避難経緯  

・3月 12日～6月 6日 いわき市（10箇所） 

    ・3月 17日～9月 4日 会津美里町（8箇所） 

 ・6月 6日～      いわき市（1箇所） 

イ 避難者数（平成 23年 12月 22日現在：楢葉町復興ビジョン）   

県内への避難人数： 6,255人 

     県外への避難人数： 1,455人 

         計   ： 7,710人 

   ⑤ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ）  

     ・建設戸数 1,234戸 

     ・入居戸数 1,192戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

    ・第 1報、原災法第 10条通報、第 15条通報の内、第 10条通報のみ固定電話、FAX

にて連絡があった。 

    ・町の要請により 3 月 11 日の午後 10 時 30 分頃に東京電力㈱職員 2 人の派遣が  

あり、以降、常駐して状況説明がなされた。 

② 国・県からの連絡 

    ・国、県からの連絡はなかった。 

  ③ その他 

    ・震災直後は、ホットライン、FAXが通じていたため、東京電力㈱からの情報は、

ある程度把握することが、出来ていたと思われる。固定電話については、つな

がりにくい状態であった。 

・しかし、それらが通信できなくなり、衛星電話もつながらなくなってからは、

テレビで状況を把握することになった。その後、東京電力㈱職員が常駐して  

からは、その職員を通じて連絡が入るようになった。 

・情報は、東京電力㈱からの連絡やテレビで得ていた。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
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（３）住民避難について 

  ① 一次避難（楢葉町～いわき市） 

   ア 住民広報 

    ・屋外に設置している同報系防災無線（屋外拡声器）、職員や消防団員の巡回に  

より、住民広報を行った。 

   イ 避難方法 

    ・3月 12日午前 5時 44分に内閣総理大臣が福島第一原子力発電所から 10km圏内

の避難を指示したことから、楢葉町はその区域外ではあるものの、避難区域拡

大を懸念し、災害対策本部会議を開催して単独の避難について検討した。 

    ・道路事情などを勘案し、町の生活圏内である「いわき市」に避難することを   

決めた。 

・いわき市長へは、町長が直接電話で交渉し、避難場所を確保した。 

    ・自主避難が可能な住民は、自家用車で避難した。 

   ウ 渋滞状況 

    ・通常 20～30分で行けるところで、約 4時間かかった。 

    ・国道 6号は 3～4箇所で陥没があり、通行不能であった。 

  ② 二次避難以降 

    ・避難所としていたいわき市内の各小中学校が再開することなどから、3月 16日

から姉妹都市を締結している会津美里町へ段階的に移動した。 

  ③ 災害時要援護者などの対応 

    ・自主避難が困難な住民については、町所有のマイクロバス 5～6 台でピストン 

輸送した。 

・避難は、3 月 12 日午後 3 時頃には概ね完了しており、午後 3～4 時頃に国の   

手配によるバス（約 20台）が役場に到着したが、施設入所者・要援護者などが

2～3台を使用するにとどまった。 

  ④ その他 

    ・町の移動系防災無線は通信可能であったが、町内での災害が多発したため、  

回線がパンク状態であった。 

 

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

  ① 国・県からの連絡状況 

    ・国、県からの配布、服用の指示はなかった。 

  ② 配布・服用状況 

    ・3 月 15 日、町の判断で 40 歳未満の住民へ、服用については改めて指示する   

ことを伝え、ヨウ素剤を配布した。 

・町から配布したものの、服用指示は出しておらず、回収していない。 

 

（５）草野 孝 楢葉町長 との面談（概要） 

  ① 面談日  平成 23年 10月 12日 

  ② 発言概要 

（原子力災害について） 

・避難については、まさかこんなに長くなるとは思わなかったが、水素爆発を  

起こしてからは、ちょっと長くなるなとは感じていた。 

・中が爆発したかと思ったが、水素爆発であった。しかし、被ばくを起こした訳

だからやはりこれは大変な事故である。 
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・原子力に対しては、完全防備をしておけばよかったが、今まで実施してきたと

いっても完全ではなかった。 

・今回の津波は想定外といわれるが、どの程度まで津波防備をやっていたかと  

いうと、想定していたのは 6、7m程度。 

・高いところにあるから、そんなに問題ないだろうという考え方があまかったの

であろう。そんなに高い津波はこないだろうという想定だった。ところが、  

14～15m だった。うちの 2 階建の下水処理場が波を被ったんだから、あの辺の

海岸ぶちの地元は全部やられてしまった。全くとんでもない津波だった。 

・地震も大きかった。あんなに大きい地震は生まれて初めてだった。楢葉町本庁

舎は、大丈夫であったが、地盤がずれて段差ができている。 

（全町避難指示について） 

・3月 12日午前 8時に町独自で全町避難指示を判断した。 

・これは、原子力の事故だから、避難指示が、20km、30kmまでいくかもしれない

ぞと、それで我々はまだ避難指示が出ないうちに、いわき市に避難した。 

・津波で家屋を流された人たちはまとまって福祉会館におり、その人たちも一緒

に避難させたが、避難させてよかった。その後にドーンと（1 号機が）爆発

した。 

・ガソリンがないので、移動（避難）するのに苦労した。 

・いわき市の小中学校に避難していたが、学校が始まることもあったので、姉妹

都市である会津美里町長さんにお願いし、受け入れていただいた。 

（補償問題等） 

・東電の補償金関係書類、請求書は難しすぎる。もう少し簡素化すべきである。 

・補償問題はしっかりと対応して欲しい。 

 

（６）調査写真 

 

 

 

↑楢葉町が災害対策本部を置く「会津美里

町役場本郷庁舎」 

↑正面玄関には「楢葉町会津美里出張所」

の表示がされ、1階・3階を使用している 
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↑草野孝楢葉町長から原子力災害につい

て話を伺う 

↑楢葉町職員から事故発生後の経緯など

について聴取 

↑職員は議場をはじめ、3 階フロアに分散

し業務を行っている 

↑1 階には避難住民の対応窓口が設置され

ている 

↑楢葉町役場に設置されていたホット 

ライン（上：福島第一原子力発電所用、下：

福島第二原子力発電所用） 

↑警戒区域内の楢葉町役場 
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４．富岡町 

（１）被災市町の状況について 

  ① 調査場所 富岡町役場（福島県郡山市 ビックパレットふくしま内） 

調査期間 平成 23年 10月 18日 

  ② 町勢要覧 

    人口      16,001人（平成 22年国勢調査） 

世帯総数  6,141世帯（平成 22年国勢調査） 

面積     68.47平方 km 

職員数   141人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

 ・東京電力㈱福島第二原子力発電所の 3号機と 4号機が立地している。 

 ・東京電力㈱福島第一原子力発電所からは、南約 8kmに位置している。 

④ 避難状況 

   ア 主な住民避難経緯 

    ・3月 12日～3月 16日 川内村（約 20箇所） 

    ・3月 16日～          郡山市 

イ 避難者数（平成 23年 10月 11日現在）   

県内への避難人数： 10,205人 

     県外への避難人数：  5,681人 

         計   ： 15,886人 

⑤ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ）  

    ・建設戸数 1,882戸 

    ・入居戸数 1,397戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

    ・福島第一原子力発電所から、第 1 報、原災法第 10 条通報、第 15 条通報とも   

記録がなく、連絡の有無は確認できなかった。 

    ・3 月 11 日夜に東京電力㈱職員 2 名の派遣があり、以降、常駐して状況説明が   

なされた。 

  ② 国・県からの連絡 

    ・国、県からの連絡はなかった。 

  ③ その他 

・福島第二原子力発電所については、第 1報、第 10条通報、第 15条通報があった。 

・震災により役場庁舎が停電し、非常用発電機も稼働しなかったため、隣接の  

施設（富岡町文化交流センター学びの森）を臨時の災害対策本部とした。 

・福島第一、第二とのホットラインはつながっていたが、第一とはつながりにく

く、3月 12日未明からは不通となった。 

・地震、津波対応でオフサイトセンターに職員は派遣できなかった。 

・川内村（一次避難先）は 3 月 16 日まで NTT の地上回線が不通であり、衛星    

電話 1台のみが唯一の通信手段であった。 

・情報収集は、テレビなどのマスコミからであった。 
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（３）住民避難について 

  ① 一次避難（富岡町～川内村） 

   ア 住民広報 

・防災行政無線や消防団車両などを用いて住民広報を行った。 

   イ 避難方法  

    ・3 月 12 日早朝、福島第一原子力発電所から 10km 圏内の住民避難のテレビ報道  

及び隣接の大熊町が防災行政無線で住民避難の呼びかける放送を行っているの

を職員が聞いたため、住民避難を決断した。 

・避難受け入れ先は町長自ら川内村長に受入れ要請した。 

・国からのバス派遣はなく、主に町所有バスや民間会社のバスによってピストン

輸送した。 

・避難のためのバスを十分に用意できなかったため、自主的に自家用車で避難  

した者もいた。 

   ウ 渋滞状況 

    ・川内村に向かう道は一本しかなく、避難道路は大渋滞した。 

    ・通常 30分のところ、3時間以上かかった。 

   エ その他 

    ・3 月 14 日の福島第一原子力発電所 3 号機の爆発を目にした住民は、さらなる  

パニックに陥った。 

・3月 15日午前 2時頃に衛星電話で保安院の平岡次長と話をし、20km圏内は屋内

退避を継続することを確認した。そして深夜に町長自ら住民の説得を行った。 

  ② 二次避難以降 

・当初 6,000人程が川内村に避難したが、3月 15日中に約 3,000人が自主避難した。 

    ・3月 16日朝、川内村長と協議し、郡山市の県施設（ビックパレットふくしま）

に移動を決断した。 

・住民受け入れの申し出のあった埼玉県杉戸町（姉妹協定都市）が用意したバス

7台などを利用した。 

  ③ 災害時要援護者などの対応 

    ・避難時に連絡できなかったが、区長、民生委員が自主的に避難の声掛けをした。 

・病院患者は基本的に自前で準備したマイクロバスなどを使用し避難した。重病

患者については、救急車で搬送した。 

・ストレッチャーが必要な患者などは速やかな移動ができず、3 月 12 日以降に  

警察、自衛隊の助力で避難した。 

  ④ その他 

・3 月 15 日、福島第一原子力発電所から 20km 圏内の避難指示を受け、警察本部

が撤退を命令した。富岡警察署員などは川俣町に退去するとのことであったが

慰留を強く求め、最終的には警察関係者 12名が残り郡山市まで先導した。 

  

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

  ① 国・県からの連絡状況 

    ・国、県からの配布、服用の指示はなかった。 

  ② 配布・服用状況 

    ・役場で保管管理していた安定ヨウ素剤を避難時に持ち出し、各避難所に配置した。 

    ・配布を要望した住民には注意事項などを記載したパンフレットを付け、服用は

自己判断を条件に配布した。（100人程度に配布） 

    ・三春町に避難した住民は、他市町村の住民と共に配布され、服用した。 
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（５）遠藤 勝也 富岡町長 との面談（概要） 

  ① 面談日  平成 23年 10月 18日 

  ② 発言概要 

（当時の状況） 

・国からの伝達、指示は一切入ってこない。 

・現地の首長の役割として、初期対応、空白の 30分は自ら判断しなければならな

い状況。 

・3 月 11 日、午後 10 時頃、温度と圧力が上昇という連絡があり、一睡もせずに

テレビを見ていたが、国、県、事業者から連絡が来ない中で一夜を過ごした。 

・通信網が全くつながらず、テレビで内容を見ていた。どこからも情報がなかった。 

（津波対応） 

・3 月 11 日、午後 2 時 46 分の大津波警報を受け、最初の指示は浜の 4 行政地区

の区長に災害弱者を一刻も早く救出するようにお願いした。 

・ハザードマップに災害弱者の記載もあり、すぐに探してもなかなか見つから  

なかったが、とにかく優先で救出し、津波ではほとんど被害がなかった。 

・津波については、防災行政無線やハザードマップが機能しており、参考になる

のではないか。 

（原子力災害に伴う避難関連） 

・福島第二で 10km避難指示が出され、その後、仮設電源を使って防災無線で川内

村への避難指示を出した。 

・バスの確保指示を出したが、1 台もなかったため、町有のマイクロバスをかき

集め、集会所に行った。 

（これまでの訓練対応等） 

・訓練はしていたが、これまで大きな事故につながることは想像しておらず、  

初期対応として最終的に冷却できるという想定で繰り返し訓練していた。 

・日頃の訓練は役に立たなかった。 

（国の対応、要望等） 

・初期対応が適切だったかということについて、疑問と不信がある。今もって  

明らかにされていない。 

・国の対応はスピード感がなく、同時に、原子力に対する危機管理のなさが問題

である。 

・日本の行政システムそのものを変えないと安全は確保できない。 

・国の担当者は 2 年で代わってしまい緊張感がない。保安院とエネ庁の交流も  

問題。 

・原子力安全委員会が全く機能していない。顔が見えない。 

・原子力の組織は形骸化しており、一番の責任者である原子力安全委員会には、

憤りを感じる。 

（原子力発電所に対する意見） 

・高経年化プラントの影響はなかったか、本体が大丈夫でも配管はどうだったか、

しっかりと評価することが必要である。 

・津波については一切、対策が取られておらず、国の大きな責任がある。 

・福島の事故は、地震国日本においては対岸の火事ではない。福島の事故を十分

に検証し、最大の安全確保をしなければ動かすべきではない。 

・防潮堤、外部電源の多重化・高所化、建屋の水密化が不可欠。津波対策を万全

にしなければならない。 
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（６）調査写真 

 

 

↑ホール内にはボランティアに関する 

情報などがはり出されている 

↑富岡町が災害対策本部を置く「郡山市 

ビックパレットふくしま」 

↑「ビックパレットふくしま」の敷地内に

はプレハブが設置され、富岡町と川内村の

職員が業務を行っている 

↑富岡町職員から事故発生後の経緯など

について聴取 

↑職員は、ホールをはじめ各事務室を利用

し業務を進めている 

↑郡山市内に整備された仮設住宅 
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５．南相馬市 

（１）被災市町の状況について 

  ① 調査場所 南相馬市役所（福島県南相馬市） 

調査期間 平成 23年 10月 19日 

  ② 市勢要覧 

    人口    70,878人（平成 22年国勢調査） 

世帯総数 23,640世帯（平成 22年国勢調査） 

面積   398.50平方 km 

職員数  848人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

  ・福島第一原子力発電所からは 10km以上離れており、従来の防災対策を重点的に

充実すべき地域の範囲（以下、「EPZ」という。）の圏外であることから原子力  

防災計画を策定していない。 

  ・東北電力㈱浪江・小高原子力発電所の建設予定地で、平成 28年度に着工、平成

33年度に運転開始予定であった。 

④ 主な住民避難経緯（一部地域） 

   ア 住民避難経緯 

・3月 12日～10月 1日 市内（48箇所） 

    ・3月 15日～     市外（188箇所） 

  ※南相馬市役所が避難区域に入っていないため、行政機能は移転せず。 

イ 避難者数（平成 23年 10月 19日現在） 

県内への避難人数： 10,505人 

     県外への避難人数： 18,912人 

     所在不明・海外等：    3人  

         計   ： 29,420人 

⑤ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ） 

    ・建設戸数 2,529戸 

    ・入居戸数 2,179戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

    ・東京電力㈱と安全協定を結んでおらず、第 1報、原災法第 10条通報、第 15条   

通報のいずれも連絡がなかった。 

  ② 国・県からの連絡 

    ・国、県からの連絡はなかった。 

  ③ その他 

・電話はほぼ不通状態であり、市庁舎の通信手段は衛星電話 1台のみであった。 

 

（３）住民避難について 

  ① 一次避難（南相馬市～避難区域外の市内及び市外） 

   ア 住民広報 

・3 月 13 日午前 6 時 30 分に防災行政無線、広報車などを用いて原子力災害に   

伴う住民への避難指示を行ったが、被災した防災行政無線もあり十分に情報 

提供できなかった。 
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・防災行政無線や広報車での住民広報は聞き取りにくく、放送後、市役所に内容

の問い合わせが殺到した。 

   イ 避難方法 

・避難先や避難手段については福島県に依頼したが対応が遅く、独自で確保した。 

・すでに国などにより他市町村の避難で使用されていたため、バスの確保は困難

を極め、多くの住民は自家用車などで避難した。 

・市内ではバス会社 1社のみが対応可能であり、バス 8台（延べ 43台）で福島市

へ避難した。 

・あわせて市独自に新潟県に避難受け入れ要請を行い、避難先とバスが手配され

た。 

・東京都杉並区、茨城県取手市及び群馬県からも協力があった。 

   ウ 渋滞状況 

    ・ガソリンスタンドの給油待ちなどで渋滞が発生していた。 

  ② 災害時要援護者などの対応 

    ・病院患者については初期段階では病院による患者搬送を実施し、3月 17日から  

3月 20日に自衛隊車両により搬送した。（市立総合病院） 

  ③ その他 

・地震発生直後は地震及び津波に伴う避難のため、市内各避難所を整備した。 

・3月 12日午後 6時 25分に発出された 20km避難指示は南相馬市内にも対象地域

があるにもかかわらず、原子力災害対策本部の指示書に南相馬市の記載はなく、

国、県からの指示はなかった。 

・3 月 14 日午後 10 時頃、駐留していた自衛隊が 100km 圏外への避難を呼び掛け

ながら撤退したことにより、市民に混乱が生じた。県に確認したところ、屋内

にとどまるようにとのことであったため、避難所に伝えるとともに防災行政 

無線で呼び掛けた。 

・県庁内部の意思疎通はできておらず、指示に従い避難誘導をしても避難先の  

学校が聞いていないなどの対応も見受けられた。 

・県内旅館やホテルへの二次避難の段階で、県の指示による避難が実施された。 

・避難所においては避難者の移動が激しく人数把握が難しかったため、物資の  

配布に困難が生じ、物資の供給も十分できなかった。 

・設備の整っていない施設も避難所として利用しなければならなかったため、不便

な避難所もあり、避難所によって運営が異なることに対する不満もかなりあった。 

・災害対応する職員も不足し、各避難所に職員を配置することができなかった  

ことに対しての苦情も多く寄せられた。 

 

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

  ① 国・県からの連絡状況 

    ・国・県からは 3月 16日に服用指示を受けた。 

  ② 配布・服用状況 

    ・3月 12日午後 4時からの市災害対策本部会議で小高地区への配布を決定したが、

その後の避難指示の拡大に伴い、住民避難対応のため配布ができなかった。 

    ・3月 12日避難用のバスが不足したため、避難所で待っていた住民がいたことか

ら、希望者には市職員が服用方法を説明し配布したが、服用確認はしていない。 

    ・3 月 14 日午前 11 時の市災害対策本部会議でも再配布を決定したが、その後、

自衛隊が撤退したことに伴い再度避難が始まったため、配布できなかった。 
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（５）桜井 勝延 南相馬市長 との面談（概要） 

  ① 面談日  平成 23年 10月 19日 

  ② 発言概要 

（原子力災害について） 

・今回の原子力災害により、71,000 人いた市民の 60,000 人が避難を余儀なくさ

れ、未だ解消されていない。40,000 人は戻ってきたが、30,000 人は、今なお  

市外への避難を余儀なくされている。 

・こういうことが原子力発電所事故で起こるのであり、原子力発電所とは共存で

きないと決断した。 

・原子力発電所関連の交付金も辞退しており、もらえるものはもらって復興に  

当てるべきではという意見もある。 

・小高区は全員が避難しており、全ての事業所が再開できる状況になっておらず

少々のお金で妥協できるものではない。 

・住民の命のみならず、生活も脅かされている。 

・原子力発電所事故はどこでも起こりうるということを考えていかなければなら

ない。 

・脱原発の方針を掲げていることで、様々な意見をいただき、エネルギー政策を

どうするのかと問われる場合もあるが、我々以上に国家レベルの問題だと思う。 

・脱原発の方針は、市民の命を守るのが行政であるとの思いと、この地に市民の

帰還を促すためである。 

・当初は、原子力発電所事故を克服していくと言い続けていたが、長期化して  

いる状況では、現実を踏まえて判断せざるを得ない。 

・脱原発については、どこの立地町であれ、議論の余地はないと思っているが、

残念ながら声が大きくなっているとは思えない。 

・東京では再稼働という動きもあるが、ある意味危険である。原子力について、

変える方向への思考がゼロということ、新しいものを作っていこうという思考

がゼロということではないか。 

・南相馬市は日照時間が長く、太陽光の導入に有利だが、そういう方向性が今ま

でなかったのは、やはり電力供給が独占であり、売電はあくまで余剰電力と  

いうものでしかなかったからではないのか。 

・電源立地は原子力でなくともよく、幅広く助成するべきであり、そうすること

で多様性を持った電源が出来たはずである。 

・電源交付金は、財政を一時的に豊かにするものであるが、一方で危険を背負い

込んでいる。 

・ホールボディカウンターやゲルマニウム半導体検出器を買ったが、なぜこんな

ことをしなければならないのか。 

・余計なものを背負い込まされてしまっている。やる必要のないことをやらされ

ている。 

・こういうことが起こりうるということ、我々のところで起こった問題ではある

が、皆様のところでも起こってしまってからでは遅い。参考にして欲しい。 

・慎重には慎重を期して、持続可能な社会の実現に向けて、電力会社と国との  

関係を見直していかなければならない。 

・一番貧乏くじを引くのが、立地市町村と周辺市町村である。 

（国の対応、要望等） 

・国は右往左往している。今まで上意下達だったが、今、我々に強く言える立場
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にない。 

・我々に対して、適切な指導をするためのノウハウがないということであり、  

日本政府は真摯に受け止めていかなければならない。 

・ややもすると東日本大震災と同じように収束させたいと思っているのではない

かと感じてしまう。 

・住民や現場を最優先に考えてもらわなければならない。 

（その他） 

・立地市町村じゃなくてもこういうことが起こる。近ければ近いほど線量も高く、

喪失感が出てくる。 

・立地市町村は、地域住民の命を最優先に、国及び事業者に対して、厳格に安全

管理を徹底するよう強く要請していかなければならない。 

・安全協定を結んでいる以上、徹底的に監視できる体制が必要である。 

・今までの生活が崩れ、積み上げたものを全て失う。何なんだろうと思う。 

・原子力は人が制御できないことが分かった。絶対に同じことを繰り返しては  

いけない。 

 

（６）調査写真 

 

↑災害対策本部前には、様々な資料が張り

出されている 

↑南相馬市職員から事故発生後の経緯な

どについて聴取 

↑桜井勝延南相馬市長から原子力災害に

ついて話を伺う 

↑南相馬市庁舎 
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（６）調査写真 

 

↑太平洋から約 3km離れた国道 6号線横に

も漁船が流され、津波の遡上範囲の広さを

確認できた 

↑警戒区域の境界では警察による取り 

締まりが行われている 

↑事故後、国内で初めて設置された除染 

対策室 

↑職員は事故に伴う業務や住民対応に 

追われている 
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６．浪江町 

（１）被災市町の状況について 

  ① 調査場所 浪江町役場二本松事務所 

（福島県二本松市 福島県男女共生センター内） 

調査期間 平成 23年 10月 26日～27日 

  ② 町勢要覧 

    人口  20,905人（平成 22年国勢調査） 

世帯数 7,176世帯（平成 22年国勢調査） 

面積   223.10平方 km 

職員数 179人（平成 22年：福島県市町村要覧） 

  ③ 原子力発電所との関わり 

    ・福島第一原子力発電所が立地している双葉町、大熊町に隣接している自治体で

町の一部が EPZ圏内に入っている。 

④ 主な住民避難経緯 

    ・3月 12日       町内（10km圏外） 

    ・3月 12日～3月 15日  町内（20km圏外） 

    ・3月 15日～      二本松市 

イ 避難者数（平成 23年 10月 12日現在）   

県内への避難人数： 14,184人 

     県外への避難人数：  7,216人 

     所在不明・海外等：   34人  

         計   ： 21,434人 

⑥ 仮設住宅（平成 24年 1月 12日現在：福島県災害対策本部ホームページ）  

    ・建設戸数 2,847戸 

    ・入居戸数 2,146戸 

 

（２）通報連絡について 

  ① 事業者からの連絡 

    ・東京電力㈱とは福島第一原子力発電所に係る通報連絡に関する協定を結んでい

たが、第 1報、原災法第 10条通報、第 15条通報のいずれも連絡がなかった。 

    ・福島第一原子力発電所から役場までは約 7～8km程度であり、道路も通行可能で

あったが、誰も状況説明に来なかった。 

    ・発災数日後から東京電力㈱の職員 1人が常駐した。 

  ② 国・県からの連絡 

    ・国、県からの連絡はなかった。 

  ③ その他 

・地震直後は津波対応に追われており、3月 12日にテレビにて原子力発電所事故

が起こっているのを知った。 

・停電したが、非常用発電機で電源を確保した。 

・震災当時、避難指示の際に電話などを使用しており、通信手段はある程度確保

されていた。 
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（３）住民避難について 

  ① 一次避難（苅野小学校など（10km圏外）～浪江町津島支所など（20km圏外）） 

   ア 住民広報 

    ・防災行政無線、広報車、行政区長及び消防団を通じて住民広報を行った。 

   イ 避難方法 

    ・町が直接交渉したバス会社と、独自の判断で来た民間会社のバス計 5～6台及び

自家用車などで避難した。 

   ウ 渋滞状況 

    ・避難に使用できる道は国道 114号線しかなく、交通が集中し、通常 30～40分の

ところ、3～4時間かかった。 

   エ その他 

・3月 12日に自主判断で、20km圏外への避難を指示した。 

    ・地震による土砂災害で孤立した集落には、電話にて避難の指示を出した。 

    ・土砂崩れで孤立した集落では、自前のトラクターで土砂を撤去して避難した者

もいた。 

② 二次避難以降（津島支所（20km圏外）～東和文化センターなど（二本松市内）） 

    ・避難所が少なく、入り切れない住民がいた。 

・テレビなどの情報から原子力発電所の状況が悪くなっていることから、さらな

る避難を判断した。 

    ・町長、議長が 3月 15日の早朝に二本松市長のところへ行き、避難を受け入れて

くれるよう頼み、同日、一斉避難した。 

    ・福島県にバスを 50台要請したが、結局来なかったため、独自に民間バスを手配

した。 

・ホテル、旅館などの二次避難所の数が 220箇所にもおよび、職員が配置できず、

情報伝達ができなかった。  

  ③ 災害時要援護者などの対応 

・大変混乱しており、役場として要援護者の対応は不可能であった。 

・町内に要援護者施設が 2 施設、約 200 人が入所しており、県がバスを手配する

も結局バスは来ず、各施設で独自に対応した。 

・町内には、個人病院が 1 箇所あるが、当初、院長は重症患者が多く動かすこと

のリスクから避難を拒んでいたが、再三説得し避難した。 

  ④ その他 

・避難後の東京電力㈱からの支援物資について、立地町と隣接町では待遇に差が

あった。 

 

（４）安定ヨウ素剤の配布・服用について 

  ① 国・県からの連絡状況 

    ・国、県から配布、服用の指示はなかった。 

③  配布・服用状況 

    ・町で 25,000 丸保管しており、いつでも服用できるように避難所に医師が同行 

していたが、服用はしなかった。 

・依頼を受け、南相馬市に 7,000丸譲渡した。 
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（５）馬場 有 浪江町長 との面談（概要） 

  ① 面談日  平成 23年 10月 26日 

  ② 発言概要 

（これまでの防災体制関連） 

・東京電力㈱と福島県と浪江町で防災に関する三者協定を結んでいたが、国も  

含めて一切の連絡が無かった。 

・通常時は東京電力㈱から些細な問題でも連絡があったにも関わらず、今般の  

事故の際に一切の連絡がなかったということは、責任感がないということ。 

・地震直後は津波による行方不明者の方の対応などに追われ、原子力発電所事故

というのが頭になかった。当初は、徹夜で対応していた。 

・原子力発電所の事故ということであれば、バスの手配や食糧の準備、燃料の  

確保など、色々準備することができた。 

・我々に情報を的確に伝える方法、情報伝達の機関に不備があったことが、第一

の問題。 

（避難関連） 

・避難道路としては、国道 6号線、114号線、288号線があったが、国道 6号線は

陥没して通れず、福島第一原子力発電所に近づく 288 号線は使えない。結局、

避難に使用できる道路が、国道 114号線一本しかなかった。 

・結果、大渋滞となり避難者がばらばらになってしまった。 

・国や県から避難指示があれば、高線量の地帯に留まることはなかったと思う。 

（住民対応） 

・避難所への炊き出しを実施した際に、あまりにも人数が多くて配れなかった。 

（事故を通しての教訓） 

・原子力発電所に対して、立地の職員と県の職員が立入調査などを一緒に行うが、

第三者の専門家の方々にも入っていただくべきである。 

・複合災害ということも想定した中でのマニュアル整備も必要である。 

（国等への要望） 

・大臣はいまだに説明に来ない。国はしっかり説明責任を果たすべき。 

・支援物資に立地と隣接で差があった。 

 

（６）調査写真 

 

 

 

↑浪江町が災害対策本部を置く「福島県 

男女共生センター」 

↑浪江町役場は二本松事務所のほか、3 ヶ

所にも出張所を置いている（調査日現在） 
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↑馬場有浪江町長から原子力災害につい

て話を伺う 

↑浪江町職員から事故発生後の経緯など

について聴取 

 

↑職員は、研修ホールを利用し事故に伴う

業務や住民対応に追われている 

↑職員は、業務場所を確保するため 2 階 

通路スペースをも活用している 

↑１階には避難住民の対応窓口が設置 

されている 

↑福島市内に整備された仮設住宅 
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Ⅲ 課題・問題点と検討の方向性 

 

被災市町村においては、防災計画上、想定外の「行政機能移転」や自治体の区域を

超える「広域避難」というこれまでにない過酷な状況に追い込まれた。こうした大規

模な複合災害は、市町村だけでは対応は不可能であるが、今回、国の初動対応の混乱

により、市町村が行う住民対応は極めて困難な状況であった。本来、市町村のみで対

応ができない大規模災害時は、国が全面的に主導し、道県が他の都道府県を含めた関

係機関と連携しながら、的確に市町村に情報伝達しなければ、迅速な住民対応は不可

能である。 

今回の原子力災害では、多くの課題、問題点があり、当然のことながら市町村だけ

の検討事項ではなく、国、道県における抜本的な危機管理体制の強化が不可欠となっ

ている。現在、政府や国会に設置された委員会において、事故の調査・検証が行われ

ているが、原子力発電所事故の原因調査のみにとどまらず、国の初動対応を含めた原

子力防災体制における問題についても十分に調査・検証を行い、検証を踏まえた体制

強化を図るべきである。 

また、これまでの法の枠組みをも超える災害であり、特別法の必要性も含め、新た

な法整備が必要である。 

今回の調査によって抽出された課題・問題点とその検討の方向性について、以下の

とおり示したい。 

 

１．情報連絡及び住民などへの広報について 

（１）情報連絡について 

①［課題・問題点］ 

・ 国や県からの情報連絡はほとんどなく、今回調査を行った市町（以下、「市町」

という）は、避難指示すらテレビ報道などからの情報に頼る状況であった。 

・ 事業者からの通報連絡については、一部はホットラインにより連絡がなされる

とともに、職員派遣などにより説明がなされたが、内容については災害対策を  

行う上では不十分なものであった。 

・ 周辺の市町に対しては、事業者からの通報連絡や職員派遣も無く、情報連絡に

格差があった。 

・ 県や自衛隊、警察など、機関によって指示内容や行動が異なる事例があり、   

市町に混乱が生じた。 

［検討］ 

・ 今回の情報連絡体制について、国や道県は検証を行い、迅速に情報連絡ができ

る体制や各防災関係機関が確実に情報共有できる体制を早急に構築すべきである。 

・ 各防災関係機関の専用無線などは、大規模災害時においても機能していたと  

考えられることから、情報共有に有効に活用できるよう検討すべきである。 

・ 事業者においても、避難措置が考えられる周辺市町村も含め、市町村が防災  

対策を行うために必要な情報を迅速に連絡できるよう、通報連絡体制の抜本的 

強化を行うべきである。 

・ 特に立地市町村と周辺市町村で情報格差が出ないよう、より広域的なソフト面・

ハード面での対策が必要である。 

 

 

 



35 

②［課題・問題点］ 

・ 大規模災害による停電や通信不良に伴い、国・県・市町及び事業者の通信網が

機能不全に陥った。 

［検討］ 

・ 大規模災害時や停電時にも確実に情報連絡ができるよう、国・道県・市町村   

及び事業者間において、衛星電話の配備や保安電話の活用など、通信網の強化や

多重化を早急に図るべきである。 

 

③［課題・問題点］ 

・ 3月 12日午後 6時 25分に原子力災害対策本部が、20km圏内の避難指示を行っ

たが、南相馬市などは一部が 20km圏内に該当するにもかかわらず、指示書に記載

はなかった。 

［検討］ 

・ 国は市町村の位置関係さえ十分に把握できず、迅速的確に避難指示が行えなか

ったと考えられることから、今回の避難指示に係る問題点を検証し、あらかじめ

迅速に対応するための体制を検討しておくべきである。 

 

（２）住民等への広報について 

④［課題・問題点］ 

・ 国及び事業者の情報公開は適切性を欠いており、多くの国民に疑念や不信感を

抱かせた。 

・ 市町では情報が不足していたため、住民への情報提供が不十分となった。また、

専門的・技術的な内容を自治体が住民に説明しなければならなかった。 

・ 各市町とも住民に対して、防災行政無線や広報車などで一定の広報を行って  

いたが、屋内退避中などの場合は内容が聞き取りにくい状況であった。 

   ［検討］ 

・ 原子力災害時における国民への情報提供は国が直接行うべきであり、報道発表

や住民広報を行う広報担当者を市町村に派遣する体制を構築すべきである。 

・ 国は、大規模災害時や停電時においても確実に広報できる情報端末の配備など、

住民への情報伝達システムを構築すべきである。 

・ 防護対策区域の拡大に伴う防災行政無線の追加配備についても、国の責任に  

おいて実施すべきである。 

 

２．防災体制等について 

（１）防災体制について 

⑤［課題・問題点］ 

・ 国からの情報・指示が来ない中で、市町が独自に判断を迫られる事態となった

が、規模の小さい市町では原子力を専門に理解する職員がいなかった。 

［検討］ 

・ 国及び事業者は、原子力災害時に市町村の防災対策に必要な情報提供、助言を

行うため、市町村の災害対策本部への要員派遣を法律に位置付けるべきである。 

・ 市町村としても原子力を専門的に理解する職員を確保する必要があり、国は  

要員確保や研修などの職員養成に対する支援及びそれに必要な財政支援を行う 

べきである。 
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⑥［課題・問題点］ 

・ これまで複合災害を想定していなかったことから、原子力防災対策が有効に  

機能しなかった。また、震災発生直後は、地震・津波といった一般災害への対応

に多くの注意が向けられていた。 

［検討］ 

・ 市町村はこれまでの原子力防災計画を実効性のある計画に見直す必要があり、

国は計画策定に必要な事項について、今回の原子力災害を踏まえた具体的なガイ

ドラインを早急に示すべきである。 

・ 原子力防災計画については、複合災害時においても有効に機能できるよう、  

見直しを検討していく必要がある。 

・ 国、道県、市町村の防災従事者の意識改革などに取組む必要がある。 

 

⑦［課題・問題点］ 

・ 国は、統合対策本部の設置や、計画的避難準備区域、緊急時避難準備区域を   

設定するなど、法律の規定にはない災害対応を行い、混乱を招いた。 

［検討］ 

・ 国は早急に今回の初動対応についての検証を行い、防災指針や危機管理体制  

などを抜本的に見直すべきである。 

 

⑧［課題・問題点］ 

・ 複合災害の発生に加え、警戒区域が設定されたことから、迅速に行方不明者の

捜索・救助活動を行えなかった。 

［検討］ 

・ 高線量地域での行方不明者の捜索・救助活動については国が責任を持って行う

べきであり、迅速に捜索・救助を行える体制の検討や、遠隔による捜索などの  

技術確立に取組むことを検討すべきである。 

 

⑨［課題・問題点］ 

・ 屋内退避区域の医療の体制整備が不十分であった。 

［検討］ 

   ・ 国は広域的な医療の受け入れ体制について検討すべきである。 

 

⑩［課題・問題点］ 

・ 今回の原子力災害では、長期間・広範囲にわたる対応を余儀なくされており、

市町の職員に大きな負担がかかっていた。 

   ［検討］ 

・ 災害発生時には住民はもとより職員の健康管理を図るため、保健師、精神科医

などの配置が必要である。 

・ また、国職員や専門家等の技術的内容を説明できる者を市町村へ速やかに派遣

するなど、職員の負担を軽減できるようなバックアップ体制を構築する必要が 

ある。 
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（２）オフサイトセンターについて 

⑪［課題・問題点］ 

・ オフサイトセンター（以下、「OFC」という。）が地震により機能喪失し、要員の

参集も適切に実施できなかった。 

・ その後の福島第一原子力発電所 3 号機の爆発などにより撤退を余儀なくされ、

原子力災害時の拠点施設が機能しなかった。 

［検討］ 

・ 今回の原子力災害において、防災拠点となる OFC が全く機能しなかった原因を

検証し、参集要員など体制も含め、OFCのあり方を再構築すべきである。 

・ 防災拠点となる OFC は、電源喪失や線量上昇に対応できる施設とすることや、

通信設備の多重化などの抜本的な設備強化、代替施設の確保などを早急に検討 

すべきである。 

 

⑫［課題・問題点］ 

・ 市町は、地震・津波による住民対応に全労力を取られ、OFC に要員を派遣する

ことが出来なかった。 

［検討］ 

・ OFC に確実に情報が集約できる体制を早急に構築し、国、道県は各機関との   

通信設備の強化も含めた対策を実行すべきである。 

・ 市町村においては、大規模災害時は住民対応のため要員派遣ができない可能性

があるが、住民の避難、健康被害に直結する情報収集は重要であることから、  

その情報を正確に伝達できる体制を整える必要がある。 

 

（３）SPEEDIについて 

⑬［課題・問題点］ 

・ 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（以下、「SPEEDI」という。）

の拡散予測情報が市町に提供されなかった。 

［検討］ 

・ SPEEDIが何故活用されなかったのか、国において、調査・検証を実施し、その

結果を公表すべきである。 

   ・ 今後、SPEEDIの活用方法について、対応策を検討すべきである。 

 

（４）行政機能移転について 

⑭［課題・問題点］ 

 ・ 行政機能移転という想定外の事態により、著しく自治体の機能が低下した。 

［検討］ 

・ 行政機能の移転という異常事態は、市町村の対応能力の限界を超えており、  

国または道県が主導して、行政機能移転先の確保など、市町村をバックアップ  

できる体制を構築すべきである。 

・ 他の自治体と協定を結ぶことを検討する必要がある。 

 

（５）避難道路整備について 

⑮［課題・問題点］ 

・ 複合災害により市町が混乱を極める中、国及び県からの避難先・避難方法・   

避難経路等の指示は不十分であり、避難道路には、各自治体からの避難車両が  
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殺到し、避難所までの移動に長時間を要する事態となった。 

［検討］ 

・ 避難道路の複数車線化及び急勾配・急カーブなどの区間を解消し、国の責任に

おいて災害に強い道路を整備すべきである。 

・ 今回の事態における交通規制や交通誘導のあり方を検証し、複合災害時にも  

迅速に避難が実施できる体制を構築すべきである。 

 

３．住民避難について 

（１）避難先、避難手段などの検討について 

⑯[課題・問題点] 

・ 市町の枠を越える広域避難は、市町だけでは対応が困難であった。 

・ 市町を越える広域避難については、国や県のイニシアチブが不足しており、  

一部を除き、避難先の確保やバスなどの交通手段を市町自らが行わなければなら

なかった。 

［検討］ 

・ 混乱する住民を抱える市町村に負担を強いることがないよう、あらかじめ国・

道県において、広域避難を想定した枠組みを構築すべきである。 

・ 国や道県は、住民を避難させるために必要な交通手段や避難先の確保に関して

事前に十分検討を行い、あらかじめ明確に定めておくべきである。 

・ 避難や応援に関する協定を近隣自治体と結ぶ必要がある。 

・ また、所在道県の支援も必要であり、隣接道府県との連携・協力も視野に入れ

た体制の構築を検討していく必要がある。 

 

⑰［課題・問題点］ 

・ 国や県における避難指示、避難先及び避難手段の連絡などについて、適切な  

対応がなされていなかったため、今回のような広域にわたる避難においては、  

地域コミュニティや家族などが分断される事態が発生した。 

［検討］ 

・ 避難先などをあらかじめ定めておくなど、地域コミュニティが維持でき、保護

者と子どもが確実にコンタクトできるような避難計画を策定する必要がある。 

・ 予防的防護措置地域内（PAZ）に存在する学校・保育園や、交通手段を持たない

住民を迅速に避難させるための計画策定が必要である。 

・  避難先が指定されていても、住民全員がそこに避難できるとは限らないため、

迅速に安否確認を含めた住民避難状況を把握するための方法の検討が必要である。 

・ 避難後の地域のコミュニティを堅持するため、仮設住宅間での定期的な交流の

機会や遠方への避難者に対する広報など、地域とのつながりを維持する取組を行

うことが必要である。 

 

⑱［課題・問題点］ 

・ 国からの放射能拡散の状況についての情報提供が行われなかったことにより、

高線量地域に避難先を置いてしまった。 

［検討］ 

・ 国や道県は、緊急時モニタリングの結果や SPEEDIの拡散予測を用い、市町村に

対して的確な避難先や避難経路などの指示ができる体制を、早急に構築すべきで

ある。 



39 

・ 避難先で放射線量を迅速に把握できるよう、測定機器の設置や人員の配置など、

緊急時モニタリング体制を強化すべきである。 

 

⑲［課題・問題点］ 

・ 国、県から原子力発電所に関する詳細な情報がなく、市町も長期避難の可能性

があるとの判断に至らなかったため、結果として住民への情報提供に不足が生じ

た。 

・ 避難時の広報において、市町から長期避難の可能性や避難に必要な準備事項  

などの情報提供がなかったことから、住民からは着の身着のまま避難して避難後

の生活に支障が生じ、また、空き巣被害などの一因にもなっているとの指摘も  

あった。 

［検討］ 

・ 福島原子力発電所事故による原子力災害は避難生活が長期化しており、平常時

から長期避難に備えた事項の周知徹底を図る必要がある。 

・ 住民への避難指示を行う場合には、長期避難の可能性についても広報するなど、

きめ細やかな広報に注意を払う必要がある。 

・ 国は住民対応にあたる市町村に対して、原子力発電所の状況や災害収束までの

見通しなど、適切な情報提供を行うべきである。 

 

（２）住民避難の実施について 

⑳［課題・問題点］ 

・ 国や県から迅速、的確な避難指示がなされず、市町は避難のためのバスをほと

んど確保できなかったことなどから、住民に対して自家用車による自主的な避難

を呼び掛けざるを得なかった。 

・ 自家用車避難に伴い、道路の渋滞、燃料の枯渇による車両の放置、避難先での

受入場所（駐車場）の不足など、これまで想定していない状況が発生した。 

［検討］ 

・ 自家用車避難を想定した交通シミュレーションを実施し、自家用車避難も想定

した計画の策定を検討するとともに、迅速に自家用車避難をするために必要な 

避難道路を早急に整備すべきである。 

・ 避難先の駐車場等の確保、避難先の市町村との調整など、国あるいは道県が  

主導して実施すべきである。 

・ 自家用車避難を行う際の注意点について、事前に住民に周知すべきである。 

 

○21［課題・問題点］ 

・ 災害時要援護者について、その把握と迅速・適切な避難対応のための計画・   

マニュアルが十分に機能せず、災害時要援護者の避難や受け入れ先の確保は極め

て困難であった。 

・ 重症患者及び老人ホームなどの入所者は移動に伴うリスクもあり、迅速な避難

が困難であった。 

［検討］ 

・ 災害時要援護者（独居老人、障害者など）の避難対策について、より実効性を

高めるための方策を検討し、対策を実施する必要がある。 

・ 老人福祉施設や介護施設入所者について、施設に従事している職員の対応や  

施設間の応援体制も含めた具体的な対応策を検討し、対策を実施する必要がある。 
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・ 原子力災害時の病院患者や介護老人施設入所者の避難については、あらかじめ

自衛隊による搬送体制を検討すべきである。 

・ 放射線感受性の高い乳幼児や妊婦を迅速に避難させるための対応策を検討する

必要がある。 

 

○22［課題・問題点］ 

   ・ 避難に応じない住民の説得に苦慮した。 

［検討］ 

・ 災害の危険性や避難の必要性を丁寧に説明し、避難を呼び掛けることになるが、

日頃から原子力防災に対する広報活動や訓練などにより、防災意識の向上に努め

る必要がある。 

 

４．避難所運営等について 

（１）支援物資の搬送について 

○23［課題・問題点］ 

・ 原子力災害の発生により、屋内退避区域を含めた多くの地域で物流が途絶え、

食料、燃料及び支援物資などの物流が滞り、行政運営及び住民の生活に支障が  

生じた。 

・ 屋内退避区域内まで支援物資が搬送されなかったため、市町職員が受け取りに

行かなければならなかった。 

［検討］ 

・ 原子力災害では広範囲で物流が停止することが想定されることから、支援物資

の搬送で市町村に負担が生じないよう、あらかじめ国・道県が責任を持って体制

を検討すべきである。 

 

（２）避難所運営について 

○24［課題・問題点］ 

・ 避難先が広域化し、避難所運営に必要な職員を配置することができず、住民  

対応が困難であった。 

 ［検討］ 

・ 災害時の全国の自治体職員や国の職員の応援派遣のあり方を検討し、広範囲に

影響が生じる原子力災害を想定した職員派遣体制を構築すべきである。 

 

○25［課題・問題点］ 

・ 広域避難や自主避難によって複数の市町村の住民が避難所に混在し、正確な  

避難者情報の把握が困難な状況にある中、避難所などへの安否確認の問い合せが

殺到し、市町はその対応に苦慮する事態に陥った。 

［検討］ 

・ 全住民避難となった場合を想定し、避難所の分散化を極力防ぐことのできる  

避難先の選定や避難手段の確保などについて、事前に検討しておく必要がある。 

・ 避難所間の避難状況の把握手段、住民への情報連絡手段等の対策の構築及び  

職員配置体制の検討が必要である。 
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○26［課題・問題点］ 

・ 避難生活の長期化で提供する食事の偏りなどによる体調不良が多数発生した。 

・ 避難所によって、物資の配布の不公平感が生じることによる苦情、避難者間で

のトラブルなどが見られた。 

・ 生活環境・就学環境が激変することによる精神的不安定や就学意欲の低下など

が見られた。 

［検討］ 

・ 避難所運営マニュアルなどの整備にあたっては、避難の長期化を想定し、避難

者のプライバシー確保などを配慮した検討を行う必要がある。 

・ 避難所運営にあたり、住民の意向をできる限り反映するため、自主的な運営も

できるような体制を検討する必要がある。 

・ 避難者の体調や精神的なケアを行うため、国や道県は、精神科医や保健師、   

カウンセラーなどを迅速に配置できる広域の支援体制を構築すべきである。 

 

５．住民被ばくについて 

○27［課題・問題点］ 

・ 住民の安心安全のためには、迅速に放射線量を把握し、公表することが重要で

あるが、県や東京電力㈱の緊急時モニタリングの対応は不十分であった。 

［検討］ 

・ 国及び道県は、モニタリング設備の範囲の拡大、充実、強化を行い、外部電源

が喪失した場合においても確実にデータ収集・送信できる設備の強化と連携を 

行うべきである。 

 

○28［課題・問題点］ 

・ 住民の被ばくについては、対応できる具体的な制度がなく、被ばく調査が速や

かに行われなかった。 

・ また、国・県の対応の遅れにより、市町の中には、自らが内部被ばく調査に   

必要なホールボディカウンターを購入し、実施せざるを得ない状況が生じた。 

［検討］ 

・ 住民の被ばく調査に必要なホールボディカウンターについて、国の責任におい

て、立地地域に配備すべきである。 

・ 早急にスクリーニング及び内部被ばく調査が行われる体制を構築すべきである。 

・ 放射線に対する感受性が高い子供たちへの影響が心配されており、国の責任に

おいて、継続した健康調査を実施すべきである。 

 

６．安定ヨウ素剤配布・服用について 

○29［課題・問題点］ 

   ・ 国から適切な配布・服用指示がなされなかった。 

（3月 12日に 20km圏内避難指示、3月 16日に服用指示） 

［検討］ 

・ 今回の安定ヨウ素剤の配布・服用に関する指示決定の経緯・伝達のあり方に  

ついて、国において徹底的に検証を実施し、それに基づく対応策を早急に講じて

いくべきである。 
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○30［課題・問題点］ 

・ 大規模災害時には、安定ヨウ素剤の服用指示に必要な医療関係者の確保は困難

である。 

・ 避難中及び屋内退避中の住民に対する配布は極めて困難であると想定される。 

［検討］ 

・ 今回の原子力災害の検証を踏まえ、緊急被ばく医療体制を見直すべきである。 

・ 安定ヨウ素剤の保管や配布方法について検討し、迅速に配布を行える体制を  

構築すべきである。 

 

７．風評被害等について 

○32［課題・問題点］ 

   ・ 今回の原子力災害において、極めて深刻な風評被害が発生した。 

［検討］ 

・ 国は、国民に正しい情報を迅速に提供すべきであり、今回の原子力災害におけ

る情報発信にかかる問題点について徹底的に検証を行い、情報発信のあり方を 

抜本的に見直すべきである。 

 

○33［課題・問題点］ 

・ 農畜水産物について、自治体が膨大な試料の放射性物質検査を実施しており、

極めて負担が大きい。 

・ 放射性物質検査を実施した上で出荷し、その後、暫定規制値を上回ったものが

出てくるなどの混乱も発生しており、風評被害にもつながっている。 

［検討］ 

・ 農畜水産物の放射性物質検査については、自治体任せでなく、国の責任におい

て適正かつ適確に検査を行い、出荷後に問題が発生しないような恒久的な体制を

構築すべきである。 
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８．復旧・復興に係る事項 

今回、調査を行った被災市町においては、原子力災害という特殊性から、多くの分野

において極めて困難な状況が続いており、いつ故郷に帰れるのか先行き不透明の状況の

中、住民は勿論、行政も方向性が見出すことが難しい状態が続いている。 

除染を始め、住民の健康管理、損害賠償など、復旧・復興に向けて解決しなければ   

ならない課題が山積しており、迅速な取組が求められているが、国・県の初期の対応は

極めて遅いと言わざるを得ず、市町村独自の取組を始めなければならない状況もあった。 

また、国や県が復旧・復興の取組を行う際においても、事前に詳細な説明をせずに  

公表し、実際に住民からの問い合わせを受ける市町村が対応に苦慮するなど、市町村に

負担を強いるような配慮のない対応が見られている。 

一日も早い復旧、復興のためには、住民の要望に沿った取組を迅速に進めなければな

らないが、被災市町村に負担がかかることのないよう、国、県は事前に被災市町村と  

十分に協議し、市町村と連携を取ることが不可欠である。 

調査の過程において、復旧・復興の最前線で対応している被災市町村から、今後の取

組を進めていく上で、以下の課題について国・県の早急な対応を望む声が多く聞かれた。 

 

・詳細なモニタリングと放射性物質の除染 

・資産補償などの損害賠償対応、住宅修繕の補助 

・生活環境の回復 

（水道、道路、電気等のライフラインの復旧、住宅の確保、介護施設の整備など） 

・雇用の創出等、産業基盤の回復 

・医療の確保（もともと医師不足の中で、原子力災害でさらに確保が困難な状況） 

・学校の安全確保など、子供たちが戻れる環境の整備 

・風評被害の防止 

・防潮堤の整備等、防災対策に対する全面的支援 

・被災市町村の復旧復興に伴う人的及び財政的支援 

・行政機能の移転に伴う経費の全面的な支援  など 

  

しかしながら、これまでの復旧・復興に係る対応のみならず、関係法令の見直し、   

復興庁や原子力規制庁の設置などに関する対応を見る限り、国の政策や事業は遅々とし

て進まず、政府の能力に疑問を抱かざるを得ない。 

国は、前面に立って被災地の復旧・復興に取組、被災者の一日も早い帰郷を実現する

責務がある。 

特に次の事項については、国における全面的な取組強化が必要であり、国が総力を  

挙げて取組を進めるべきである。 

 

 

（１）除染対策について 

国は除染対策に関して方針をなかなか示さず、ようやく示された方針についても二転

三転するなど、国の対応は極めて不十分であった。平成 23 年 12 月に示された「除染等

の措置に係るガイドライン」に基づき除染が進められているが、極めて広範囲であり、

特に山林の除染についてはかなり困難な状況である。また、除染を進めていくことに  

より大量に発生する除去土壌等の管理についても、中間貯蔵施設の設置も含め、未だ  

不透明な状況である。 
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原子力政策は国策で推進してきており、国が全責任をもって迅速に除染を進められな

ければならないが、被災市町村の理解を得られているとは言い難い。また、市町村では

除染に関する専門的な知識を持つ職員を配置することも難しく、多くの面において困難

が生じている。 

  また、事故発生から 1 年あまりが経過し、国は警戒区域や計画的避難区域の見直しを

行い、住民の帰郷を進めようとしているが、住民には線量に対する不安があることは  

事実である。 

 

・ 国が専門的な能力を有する職員等を動員するなど、全面的な支援を行うべきである。 

・ 除染や被ばく線量限度に関し、科学的根拠に基づいた規制の考え方を早急に明確に

するとともに、被災者をはじめ国民に対して情報提供を行い、理解を得るべきである。 

・ 被ばく線量限度の考え方については、被災市町村が納得できるものとし、帰還後も

不安を与えることのないように、継続的な健康調査の実施、医療体制の充実等、安心

して戻れる環境の整備を行うべきである。 

 

（２）中間貯蔵施設について 

中間貯蔵施設については、被災市町村に説明がなされる前に発表や報道が先行して 

おり、さらにそれらが前提であるかのような国の進め方は被災市町村の気持ちを踏みに

じるものである。 

 

・ 中間貯蔵施設の設置にあたっては、前提を設けず市町村の意見を十分に踏まえ早急

に検討し、国が全責任をもって対応すべきである。 

 

（３）損害賠償について 

損害賠償は真に被災者を助けるために行うべきであるが、いつ帰れるのかも分からな

い状況の中で将来への不安は増大しているにもかかわらず、被災者の立場に立った賠償

がなされているとは言い難い。賠償手続きも煩雑であり、被災者の不満は極めて大きい。 

国として責任を負うという観点から、加害者と被害者が直接交渉をすることは不適切

であり、国が東電に変わって補償すべきでないかという意見や、原子力損害賠償支援  

機構法は事業者を助けるような法律ではないかと感じられるという意見もあった。 

 

・ 国は被災者の立場に立って、避難区域にある資産等を含めた全面的な補償を行うと

ともに、精神的苦痛や必要経費のみならず長期的に支援できる補償のあり方を検討 

すべきである。 

 

（４）職員の確保について 

被災市町では通常業務に加え、復旧・復興に係る多くの業務があり、職員が不足して

いることから、長期間にわたり対応できる職員の確保が急務となっている。 

 

・ 各市町村の現状に応じ、短期間の雇用ではなく市町村職員として配置できるよう、

国は特別法の制定も視野に入れた包括的な支援を行う必要がある。 

・ 全国の自治体職員や国の職員の応援派遣のあり方を検討し、長期間支援できる職員

派遣体制を構築すべきである。 

・ 全国の市町村からの派遣職員の支援ができるよう、派遣側の市町村の財政支援も  

含めた必要な支援を十分に行うべきである。 
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Ⅳ 事業所調査結果概要 

 

１．事業所調査目的 

東北地方太平洋沖地震は、東日本の海岸部を中心に地震及び津波により多大な被害を

与え、東京電力㈱福島第一原子力発電所では、地震と津波によって、原子力災害を引き

起こした。 

しかしながら、東北電力㈱女川原子力発電所と日本原子力発電㈱東海第二発電所では、

同様に津波の影響を受けながらも原子炉の冷温停止状態を確保することができた。 

この違いを明らかにするため、二つの事業所の調査を実施し、東京電力㈱福島第一  

原子力発電所との差異を検証する。 

 

２．調査日程 

① 東北電力㈱女川原子力発電所     ： 平成 23年 11月 15日 

② 日本原子力発電㈱東海第二発電所 ： 平成 23年 11月 16日 

 

３．事業所調査結果 

（１）東北電力㈱女川原子力発電所について 

① 女川原子力発電所の概要について 

女川原子力発電所は、東北電力㈱として最初

に取り組まれた原子力発電所であり、三陸海岸

の南端にある牡鹿半島の中ほど、宮城県牡鹿郡

女川町塚浜字前田 1 番に位置するが、一部は 

石巻市に含まれており、面積 173 万㎡の敷地を

有している。 

同発電所は、1 号機から 3 号機までの 3 基が立地し、1 号機が 52 万 4,000kW、    

2，3号機が 82万 5,000kWの定格電気出力で、これらの 3基の合計が 217万 4,000kW

の発電能力があり、宮城県全域の電気を賄うことができる。 

原子炉の型式としては沸騰水型軽水炉（BWR）であり、1号機は原子炉格納容器が

マークⅠ型で昭和 59 年 6 月 1 日の運転開始、2，3 号機はマークⅠ改良型であり、 

2号機は平成 7年 7月 28日の運転開始、3号機が平成 14年 1月 30日の運転開始と

なっている。 

 

項 目 1 号 機 2 号 機 3 号 機 

電気出力（万 kW） 52.4 82.5 82.5 

原子炉型式 沸騰水型軽水炉（BWR） 

熱出力（万 kW） 159.3 243.6 243.6 

一次冷却材圧力（Mpa） 約 6.93 

一次冷却材温度（℃） 286 

燃料（初装荷）種類 低濃縮ウラン 

平均濃縮度（％） 約 2.3 約 2.5 約 2.5 

燃料集合体（体） 368 560 560 

装荷量（トンウラン） 約 68 約 96 約 96 

原子炉圧力容器 たて形円筒形 

原子炉格納容器 マークⅠ型 マークⅠ改良型 マークⅠ改良型 

営業運転開始日 昭和 59年 6月 1日 平成 7年 7月 28日 平成 14年 1月 30日 

↑東北電力㈱女川原子力発電所 
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② 東北地方太平洋沖地震発生後の対応について 

3 月 11 日午後 2 時 46 分頃に発生した地震に

より、女川原子力発電所では、震度 6 弱、1 号

機原子炉建屋地下 2 階において最大加速度

567.5 ガルを観測、津波についても午後 3 時  

29分に最大 O.P.+約 13m※を観測した。 

地震発生時、1，3 号機が通常運転中、2 号機

は定期検査中の起動操作中であり、地震を感知

後 3基とも自動停止、2号機は午後 2時 49分に

冷温停止確認、1，3 号機も 3 月 12 日には冷温

停止を確認している。 

この地震・津波の被害の主なものとしては、 

1 号機の屋外重油貯蔵タンクの倒壊、高圧電源

盤の焼損、2 号機の原子炉補機冷却水 B 系及び

高圧炉心スプレイ補機冷却水系が浸水し使用 

不能となるなど、一部の施設について被害を 

受けている。 

地震発生後の発電所としての対応は、事務本

館に緊急対策室を設置するとともに、プラント

状況の確認活動を開始、また、関連会社の作業

従事者等については、O.P.+13.8m（地震前は O.P. 

+14.8m）の発電所員緊急時避難場所に避難させ、

大津波警報発令後は O.P.+61m にある保修セン

ターへ誘導している。 

また、自治体への連絡に関しては、地震発生後、全号機自動停止したことは一般

の電話により連絡したが、津波を受け女川町役場が被災した後は、連絡手段が喪失

し、発電所への連絡道路も寸断されていた。このため、所員が徒歩により出向いて

情報提供をするとともに、発電所の衛星携帯電話を貸し出し、その後はその電話に

より連絡手段を確保した。石巻市に対しては、石巻広域消防に同社社員を常駐させ、

衛星電話・無線により連絡を取り、情報提供を行った。 

国への連絡は、保安検査官 2 人が発電所に常駐して各種会議へ同席し、発電所内

の情報把握や、本院への連絡をしていた。 

なお、本社への連絡は会社内の保安電話により連絡を確保した。 

  

  ※O.P.：女川の基準面であり、東京湾平均海面（T.P.）-0.74m 

   

  ③ 地震・津波対策について 

津波対策については、女川 1 号機が同社初の原子力発電所ということもあり、  

昭和 43年に土木工学や地球物理学の専門家を招いた委員会を社内に設置し、同社か

ら提示した敷地高さ案について、特に津波に対する安全性について議論している。

この過程においては、近代の津波影響はもとより、869 年の貞観津波、1611 年の  

慶長津波も検討対象としている。 

その結果、同社が提示した敷地高さ案でよいと集約され、敷地高さを O.P.+14.8m

とすることを社内決定している。 

 

↑津波到来により倒壊した重油貯蔵

タンク 

↑プラント状況や情報連絡等で使用

する緊急対策室 
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同社が敷地の高さ案を示す過程において、 

敷地周辺の住民への聞き取り調査を行い、伝承

されてきた言い伝えを真摯に受け止め、当時と

して観測あるいは評価されていた津波高さだけ

を採用するのではなく、言い伝えにも注視した

うえで敷地高さ（O.P.+14.8m）を提案している

ことは特筆に値するといって過言ではない。 

また、原子炉補機冷却海水系ポンプ等の重要

な設備は、津波の水位上昇による浸水を防護す

るために、海水ポンプ室をピット化して配置す

るとともに、津波による水位低下に対しては、

原子炉補機冷却海水系ポンプに必要な海水が 

取水系設備内に確保される構造としていた。 

さらには、敷地海側の法面が破壊されないよう、法面防護工も施工されている。 

 

地震対策については、平成 18年に改訂された耐震設計審査指針を踏まえ、各種調

査を実施し、新たな基準地震動を策定、安全上重要な施設の耐震安全性が確認され

ている。 

また、さらなる耐震安全性向上のため、平成 22 年 6 月までに、安全上重要な   

配管や電路類などに対する耐震裕度向上対策を、約 6,600 箇所実施するとともに、

平成 21年 8月から 2，3号機共用の排気筒の耐震裕度向上工事を、現在も継続して

実施中である。 

さらには、今回の地震・津波で被害を受けた施設・設備についても、原因を分析

し、安全対策が実施されている。 

 

  ④ 福島第一原子力発電所事故を踏まえた今後の対応について 

同社は、福島第一原子力発電所事故について

は、設計の想定を超えた津波、それに伴う設計

の想定を超えた長時間の電源喪失、そして原子

炉建屋への水素漏えいを想定した設計でなかっ

た事実は、同じ事業者として真摯に受け止めて

いる。 

同社は、これまで国が示した緊急安全対策な

どについても確実に実施してきているところで

ある。 

今後、国などで行われている事故原因の究明、

調査結果に基づく対応策が明らかにされること

になると考えるが、この過程を注視するととも

に、結果から得られる教訓・知見や同社として

の見解を反映することにより、原子力発電所の

安全性の一層の向上を目指すとしている。 

 

↑発電所をはじめとする安全上重要

な設備は敷地高 O.P.+13.8m（地震前は

O.P. +14.8m）に整備されている 

↑地震後の発電所の状況や緊急安全

対策について説明を受ける 
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  ⑤ その他特記事項 

   ア 避難住民の受け入れについて 

女川原子力発電所では、震災発生後、地震・

津波の影響により陸路が寸断されて孤立したが、

同様に発電所周辺の石巻市と女川町の集落も被

災あるいは孤立したことから、この被災住民の

避難を受け入れている。 

    避難者の受け入れ期間は、震災発生の 3 月 

11 日から 6 月 6 日までに及び、期間中の最多  

避難者数は 364人（3月 14日時点）に上る。 

    当初、発電所近傍の女川原子力 PRセンターの

方で受け入れていたが、震災により停電して 

いたこと、ホールが寒かったことなどから、 

発電所敷地内の事務棟あるいは体育館での受け入れに変更している。 

    この際には、毛布の支給、食料についても同社が備蓄用として保管していた食料

を避難住民はもとより関連会社の従業員に至るまで配布している。また、妊婦や  

高齢者等についてはカーペット敷きの施設に避難させるなど、細かい配慮が見られる。 

    備蓄用の食糧は、社員従業員 500 人の 3 日分、4,500 食を配備していたが、発電

所内には 1,700 人の社員及び協力会社の従業員と避難住民がいたことから、食料が

不足することが明らかであったので、3月 12日から関連会社所有のヘリコプターを

使い物資輸送を開始している。 

    このヘリコプターについては、妊婦や体調の悪い高齢者等を病院・施設等へ移送

するためにも活用されており、この点についても細かい配慮がみられる。 

 

   イ 住民への広報活動について 

    津波により女川町役場は大きな被害を受けて

おり、通常の発電所からの連絡手段は全て失わ

れていた。 

    また、多くの住民は避難所へ避難していた 

ことから、住民への発電所からの情報提供は、

被災 1 週間後から 30 箇所の避難所に対して、 

発電所の状況や環境モニタリングの測定値など

をはり紙によって周知していた。情報提供の 

間隔は週 1回程度であった。 

 

↑避難住民の受け入れた経緯等を話

す渡部孝男所長（写真右から 3人目） 

↑津波の到来により損壊した宮城県原子力防災対策セン

ター（オフサイトセンター） 

↑海に面した施設や住居は壊滅的な

被害を受けた 

↑3階部分まで水没した女川町役場 
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（２）日本原子力発電株式会社東海第二発電所について 

① 東海第二原子力発電所の概要について 

日本原子力発電㈱東海第二発電所は、日本に

おける「原子力の発祥の地」である茨城県那珂

郡東海村の一角である東海村白方 1－1 に位置

し、敷地面積約 76万 m2を有している。 

電気出力 110 万 kW の能力を有する沸騰水型 

軽水炉で、東京電力㈱及び東北電力㈱管内に 

送電している。格納容器はマークⅡ型で、昭和

53年 11月 28日に営業運転開始している。 

なお、同敷地内の東海発電所は、日本初の商業用原子力発電所として昭和 41 年  

7 月から 30 余年にわたり発電をしてきた電気出力 16 万 6,000kW の黒鉛減速・炭酸

ガス冷却炉であるが、平成 10 年 3 月 31 日に営業運転を終了し、現在廃止措置が  

行われている。 

 

項  目 東海発電所 東海第二発電所 

電気出力（万 KW） 16.6 110 

原子炉型式 
黒鉛減速・炭酸ガス冷却炉（GCR） 

（コールダーホール改良型） 
沸騰水型軽水炉（BWR） 

熱出力（万 KW） 58.7 約 330 

一次冷却材圧力（Mpa） 約 1.4 約 6.9 

一次冷却材温度（℃） 約 386 約 286 

燃料（初装荷）種類 天然ウラン 低濃縮ウラン 

平均濃縮度（％） 0.7 3.7 

燃料集合体（体） 16,384本 764体 

装荷量（トンウラン） 約 187トン 約 131トン 

原子炉圧力容器 球形 たて形円筒形 

原子炉格納容器  マークⅡ型 

営業運転開始日 昭和 41年 7月 25日 昭和 53年 11月 28日 

営業運転停止日 平成 10年 3月 31日 ― 

 

② 東北地方太平洋沖地震発生後の対応について 

3 月 11 日午後 2 時 46 分頃に発生した地震に

より茨城県内でも震度 6 強を観測し、東海第二

発電所建屋地下 2 階・基礎版上においても最大

加速度 225 ガルを観測、津波についても

H.P.+6.8m※を観測した。 

地震発生時、同発電所は通常運転中であり、

地震を感知後自動停止した。地震発生後は外部

電源を喪失し、津波の影響を受け非常用ディー

ゼル発電機の一台が使用不能となったが、3 月

15日には予備外部電源の復旧により原子炉の冷

温停止常態を確保している。 

 

 

↑日本原子力発電㈱東海第二発電所 

↑水没した非常用ディーゼル発電機 

冷却用海水ポンプ 2C（写真右） 
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この地震と津波の被害としては、非常用ディーゼル発電機冷却用海水ポンプ 2Cが

津波により水没、その他取水口電気室、スクリーン設備が水没、また、地震の揺れ

によるものとして、タービン翼の擦れ、廃棄物処理建屋廃棄ダクトと主排気筒接続

部のずれ、東海港の物揚げ場用クレーン基礎部分の陥没、検潮室の地盤と建物の  

傾き等の被害が確認されている。 

外部電源が復旧するまでの原子炉の冷却の手段としては、別系統のディーゼル 

発電機から電源を融通する方法もあったが、電源切り替えに伴うリスクより、停止

中の安定した炉の状態保持を優先しており、最終的には外部電源の復旧により、  

冷温停止に至っている。 

地震発生後の発電所の対応としては、安全協定及び通報連絡協定に基づき、関係

自治体に対して電話及びＦＡＸを使い、3 月 11 日の地震発生後から 3 月 15 日の  

冷温停止到達の第 24報までの連絡を取っている。 

また、3月 11日以降、東海村に 3名（約 2週間）、茨城県に 3名（4月中旬まで）

を災害対策本部要員として派遣している。 

  

  ※H.P.：日立港工事基準面であり、東京湾平均海面（T.P.）+0.89m 

   

③ 地震・津波対策について 

東海第二原子力発電所の津波評価については、

平成 14年の土木学会「原子力発電所の津波評価

技術」に基づく評価では、東海サイトの津波高

さは T.P. +4.86m と評価され、東海第二に設置

済みの海水ポンプ室の壁の高さ T.P. +4.91m を

下回っていた。 

その後、平成 19 年 10 月に公表された茨城県

の津波ハザードマップの手法を取り入れ、津波

高さを再評価した場合、T.P. +5.72m の結果が

得られた。そこで、平成 18 年に改訂された新 

耐震指針の精神を反映し、社内的に検討を行い、

東海第二発電所の海水ポンプ室について T.P. 

+6.1mの壁の設置を決定し、平成 21年 7月から

平成 22年 9月にかけて壁設置工事を実施してい

た。また、津波対策として壁を設けた海水ポン

プ室には、配管貫通部、ケーブルトレイ等の  

隙間があったことから、これらの部分に対して

水密化対策を南側から順次実施していた。 

これにより、今回の地震津波による直接的な

浸水は回避できたが、しかしながら、一部北側

の壁貫通部（ケーブルピット）工事が、まだ  

実施されていなかったことから、この部分から 

   浸入した海水により、北側のポンプ室にあった非常用ディーゼル発電機冷却用海水

ポンプ 2Cが浸水し、使用不能となったところである。 

同社としては、茨城県の防災指針に示されている津波高さ 2～7m の一番高い津波

に対応させるためさらなる検証を行い、さらに+1.5m のかさ上げを検討し、今後  

実施予定である。 

↑既設（T.P.+4.9m）の防護壁 

↑茨城県ハザードマップを受け止め、

6.1mの防護壁を設置（調査員の示す位

置は津波が到来したライン） 
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また、発電所設備への津波の直接的な影響を

回避するため、さらに防潮堤を設置することを

決定し、建設予定である。 

 

④ 福島第一原子力発電所事故を踏まえた今後の

対応について 

同社は、福島第一原子力発電所と同様の事故

を二度と起こさないという決意のもと、産業界

（電力、メーカー、日本原子力技術協会）とし

て、事故から教訓を抽出し対策を立案して、  

原子力発電所の安全性向上を目指す取組に参画

している。 

また、同社では、副社長を主査とする全社的な

津波対策の検討タスクを発足させ、その下部に 

実務者のワーキングループを置き、同社プラント

に特化した実効性のある対策の検討に着手して

おり、すでに一部については実施に移している。 

 

⑤ その他特記事項 

事業者との意見交換の中で、日本原子力発電

㈱は一民間企業ではあるが、公益的企業として、 

また、原子力発電所を稼動させている企業としての責任感、使命感を持って取組ん

でいるという会社の理念、あるいは自負といったものを感じることができ、これが

今回の津波対策への取組であったと考えられる。 

 

↑シール施工済みの配管貫通部 

↑門谷光人所長らから地震時の対応

や福島事故を踏まえた対策を聴取 
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４．東京電力㈱福島第一原子力発電所との差異について 

   東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故原因については、現在、政府の事故調査・

検証委員会で調査が進められているところであり、最終的な結論が出ているわけでは

ないため、断定的なことは述べられないが、今回の調査で得られた女川原子力発電所

と東海第二発電所の対応との比較から考察する。 

 

   まず、今回の調査で女川原子力発電所建設計画段階での東北電力㈱の取組としては、

昭和 43年に土木工学や地球物理学の専門家を招いた委員会を社内に設置し、同社から

提示した敷地高さ案について、特に津波に対する安全性について議論している。この

過程においては、近代の津波による影響はもとより、869 年の貞観津波、1611 年の慶

長津波も検討対象としている。 

その結果、同社が提示した敷地高さ案でよいと集約され、敷地高さを O.P.+14.8mと

することを社内決定している。 

   同社が敷地の高さ案を出す過程において、敷地周辺の住民への聞き取り調査を行い、

伝承されてきた言い伝えを真摯に受け止め、当時として観測あるいは評価されていた

津波高さだけを採用するのではなく、言い伝えにも注視したうえで敷地高さ（+14.8m）

を提案している。 

 

   東海第二原子力発電所における日本原子力発電㈱の取組として、同発電所の津波 

評価については、平成 14 年の土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に基づき、  

東海サイトの津波高さは T.P.+4.86mと評価され、設置済みの海水ポンプ室の浸水防護

壁の高さ T.P.+4.91mを下回っていた。 

   その後、平成 19 年 10 月に公表された茨城県の津波ハザードマップの手法を取り  

入れ、津波高さを再評価した結果、浸水高さ T.P.+5.72m の結果が得られた。そこで、

平成 18年に改訂された新耐震指針を踏まえた、社内検討を行い、東海第二の海水ポン

プ室について T.P.+6.1mの防護壁の設置を決定し、平成 21年 7月から平成 22年 9月

にかけて設置工事を実施していた。また、津波対策として防護壁を設けた海水ポンプ

室には、配管貫通部、ケーブルトレイ等の隙間があったことから、これらの部分に  

対して水密化対策を南側から順次実施していた。 

   しかしながら、対策が未実施のところから浸水し、1 台の海水ポンプが使用不能と

なり、冷却機能の一部喪失という事象はあったところである。 

   このように、女川原子力発電所（東北電力㈱）と東海第二原子力発電所（日本原子

力発電㈱）においては、計画段階あるいは運転段階における発電所の安全確保に対し

て、その時点で判明した知見に基づいた取組が認められた。 

  

 一方、東京電力㈱福島第一原子力発電所における津波評価については、平成 23 年

12 月に提出された政府の事故調査・検証委員会の中間報告によると、設計上の津波  

想定波高を 3.1mとしていたが、平成 14年 2月、土木学会原子力土木委員会評価部会

の津波評価技術に基づき、5.7m へ見直しをしている。その後、平成 20 年の津波リス

ク再検討を行った際の 15m を越える想定波高や、869 年の貞観津波の数値シミュレー

ションからは 9mを越える数値を得ていたが、十分に根拠のある知見とは見なされない

として、具体的な津波対策に着手するには至らなかったとしている。 

また、規制を担当する原子力安全・保安院の津波対策基準の指示等が不適切であっ

たと指摘されているが、いずれにしても東京電力㈱には対策を見直す契機があった 

と指摘されている。 
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結果、3月11日の地震と津波によって外部電源及び発電所に備えられていたほぼ全て

の交流電源が失われ、原子炉や使用済燃料プールが冷却不能に陥った。 

福島第一原子力発電所からは、大量の放射性物質が放出・拡散し、発電所から半径

20km 圏内の地域は、警戒区域として原則として立入りが禁止され、半径20km圏外の 

一部の地域も、計画的避難区域に設定されるなど、これまでに、11 万人を超える住民

が避難した。現在もなお、多くの住民が避難生活を余儀なくされるとともに、放射能

汚染の問題が、広範な地域に深刻な影響を及ぼしている。 

 

 なお、国の事故調査・検証委員会においては、今後も技術的な問題のみならず制度

的な問題も含めた包括的な検討がなされ、今夏には最終報告としてとりまとめられる

予定であり、事故原因等が明らかになることを強く望む。 
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Ⅴ まとめ 

 

１．まとめ 

これまでの国や電力会社の原子力発電所における安全対策に関する説明からは、福島 

第一原子力発電所において、「緊急事態宣言」が出されることは、信じられないこととし

て受け止められた。 

日本では起こりえないと言われてきた放射性物質の周辺環境への大量放出という事態

が実際に起こり、広域の避難に加え、被ばく問題から各自の居住地に帰れない状態にな

ったことは、安全規制を所管してきた国の制度に不備があったということであり、原子

力安全・保安院や原子力安全委員会等の取組について、今後の国の事故調査・検証委員

会でその責任は明らかにされるべきである。 

また、東京電力㈱の姿勢にも問題があったのではないかと考えられる。原子力発電所

の安全についての姿勢、住民に対する姿勢、自治体に対する姿勢など、本当に真摯な取

組だったと言えるのかという疑問を呈したい。そして、全ての原子力事業者は二度とこ

のような事故を起こさないために、常に自分達が何をしなければならないかを考え、  

自らが率先して安全対策を講じていくべきである。 

 

  東北地方太平洋沖地震発生当時、被災市町では、「地震と津波」に対する一般災害対応

に追われていたが、その後、福島第一原子力発電所において原子力災害が発生した。  

被災市町では、東京電力㈱からの通報連絡が乏しい中、また、国や県からの情報がほと

んどない中で、テレビから得られる情報により、どこまでの範囲、どの程度の対策を必

要とするのかなど、それぞれ自治体独自の判断を迫られ、災害対応は困難を極めた。 

  このような事態は、これまでの災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法におい

て定められた原子力防災計画が、機能しなかったということが一番の要因であったと 

考えられ、その後の国の対策などにも悪影響を与えているのではないかと推測できる。 

  今回の原子力災害では、福島第一原子力発電所の 1 号機建屋が水素爆発したことによ

り多量の放射性物質が広範囲に放出され、住民の被ばく対策を迫られた。さらに、これ

まで想定されていた EPZ の範囲 10㎞をはるかに超える 20㎞の避難指示により、全ての

行政機能を移転しなければならないという 3 重、4 重、それ以上もの苦境に立たされた

ことが今回の災害の特徴であると考える。 

  これまでの避難住民対応は、バスなどの車両を避難地域に派遣し、住民を避難させる

ということであったが、今回、広域にわたる遠方への避難という状況となり、被災市町

においては、一部地域で国からバスの派遣はあったものの、絶対数が不足していた。  

その中で、被災市町が独自にバス等の車両を確保して住民を避難させたことや、多くの

住民が自主避難したことは、国の対応の不備を補完する有効な対応であった考えられる

が、一方で、避難住民が全国に広がり、各市町における安否確認作業を困難なものにさ

せた。 

  被災市町においては、行政機能の移転という異常事態により、「住民の生命・財産を  

守る」ための対策に支障をきたしており、補償問題はもとより、自治体としての機能  

維持など、将来像を描けない過酷な状況となっている。 

  このような状況では、上位機関の県をはじめ国が万全のバックアップをしなければな

らないが、現行法の枠内での国、県の対策では支援が万全であるとは言えない。まして

や、国が示す対策は、結局各市町が負担を負う結果となっており、市町職員の対応に  

限界がある中で、さらなる負担を強いられていることは理解できない。 
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  被災市町職員は、過酷な状況の中で住民の対応のため昼夜を問わず対応してきており、

このことは筆舌に尽くし難い。そういう中で、将来の復旧・復興のため、明るさを失わ

ず取組んでいる姿は、何事にも代えることはできず、「がんばれ東北」のエールを送ると

ともに、我が国全体で支援していくことが重要であると考える。 

被災した住民のために、国は、既存の法体系の枠組みではなく、臨機応変な法整備  

あるいは対策を取ってしかるべきである。被災自治体が復興・復旧し、被災住民が元の

生活を取り戻すことができる対策でなければ、今回の原子力災害を克服したということ

にはならない。 

また、今回、改めて原子力発電所の安全対策の重要性と放射性物質の放出という原子

力災害の過酷さを思い知らされたところであり、原子力政策の在り方が問われている。

今後の国の政策に関しては、これまで国の政策に協力してきた立地地域が負担を強いら

れることの無いよう、万全の対策ときめ細やかな説明がなされるべきであり、国は、  

誠意をもって対応していくべきである。 

  そうでなければ、我々全原協の会員市町村は、将来に希望をもって自治行政に取組ん

でいけないということを、国は認識すべきである。 

 

 

２．今回の調査を振り返って 

  今回、双葉町の井戸川町長からの御提案を受け、全原協では「原子力災害検討ワーキ

ンググループ」を設置して、被災 6 市町の調査と東北電力㈱女川原子力発電所及び日本

原子力発電㈱東海第二発電所の調査を実施した。 

  特に、双葉町長の御提案により市町村職員のみによる活動として、調査に取組んでき

たが、一連の調査を遂行できたこと、また、この調査を通して多くの経験ができたこと

は、誠に意義深いことである。 

  また、この原子力災害では、これまでの原子力防災が全く機能しなかったことから、  

自治体としては厳しい現実を突きつけられることとなったが、今回の調査により市町村 

職員として新たな原子力防災の方向性を検討することができた。我々全原協は、今回の  

調査結果を踏まえて、真に必要不可欠な住民対策をとっていくことが求められている。 

立地地域として、取り得る対策に限界があることは否めないが、国や道県に対して、  

要請・要望をしていくとともに、地域住民のため、これまで以上に会員市町村が一丸と  

なって、各市町村の住民の安心・安全の確保に全力で取組んでいかなければならない。 
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＜東京電力㈱からの連絡＞              [H23.8/22～8/25調査]      [H23.10/12～10/14調査]     [H23.10/12～10/13調査]                 [H23.10/18調査]                 [H23.10/19調査]       [H23.10/26～10/27調査] 

 

※ 時間は 24時間表示 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

発災直後の庁舎の 

電源・通信等の状況 

・停電したが、非常用発電

機で電源を確保した。 

・固定電話 1台、FAX1台の

み使用可能であった。 

・福島第一、第二のホット

ラインがあったが、手回

式の第二しかつながらな

かった。 

・停電したが、非常用発電

機で電源を確保した。 

・固定電話 1台、FAX1台の

み使用可能であったが、

不通が多かった。 

（FAXは 3/11 19:00頃から

使用可） 

・福島第一、第二のホット

ラインがあったが、手回

式の第二しかつながらな

かった。 

・役場の電源について、自

家発電は回ったが、停電

時間は短かった。 

・直後はホットライン、FAX

が通じていた。 

・途中から不通になり、  

衛星電話もつながらなく

なった。 

・停電し、非常用発電機も

使用できなかった。 

・隣接する「学びの森」は

非常用発電機で電源が確

保できたため、災害対策

本部を移動した。 

・福島第一、第二とのホッ

トラインはつながってい

た。（第一とはつながりに

くく 3/12未明から不通） 

・庁舎１階に整備されてい

た衛星電話 1 台のみが使

用可能であった。 

・東京電力とのホットライ

ンはない。 

・停電したが、非常用発電

機で電源を確保した。 

・電話、FAX は使用可能で

あった。 

・東京電力とのホットライ

ンはない。 

原
災
法
等
に
基
づ
く
連
絡 

第 1報 

（地震発生） 

（参考）国への連絡 

3/11 14:46 
記録なし 記録なし 

記録なし 

（東電にも送信記録なし） 
記録なし 連絡なし 連絡なし 

10条通報 
（参考）国への連絡 

3/11 15:42 
記録なし 

3/11 16:07 

（固定電話） 

3/11 16:35 

（固定電話・FAX） 
記録なし 連絡なし 連絡なし 

15条通報 
（参考）国への連絡 

3/11 16:45 

確認とれず 

（固定電話） 

3/11 16:50 

（固定電話） 

記録なし 

（東電には送信記録があるが 

町では受信していない） 

記録なし 連絡なし 連絡なし 

東
京
電
力
か
ら
の
状
況
連
絡 

状況連絡の有無 随時連絡あり 随時連絡あり 随時連絡あり 随時連絡あり 連絡なし 発災数日は連絡なし 

社員派遣 
3/11 17:00頃 2名 

 (以降常駐) 

3/11 20:00頃 2名 

 (以降常駐) 

3/12 22:30頃 2名 

 (以降常駐) 

3/11夜～ 2名（第二から） 

 (以降常駐) 

3/25～ 1名 

その後増員され現在 7名 

発災数日はなし 

(発災数日後から 1名常駐) 

主な連絡手段 
・東京電力常駐社員 

・FAX 

・東京電力常駐社員 

・ホットライン（第二） 

・FAX 

・固定電話 

・東京電力常駐社員 

・ホットライン（第二） 

・FAX 

・東京電力常駐社員 

・ホットライン 

（第一、第二） 

連絡なし 発災数日は連絡なし 

内容の適正さ 

・炉心溶融の可能性など、

避難判断に必要な情報が

なかった。 

・炉心溶融の可能性など避難判

断に必要な情報がなかった。 

・安全性が強調されて、事故の

深刻さが伝えられなかった。 

・適正かどうか確認できな

い。 

・炉心溶融の可能性など、

避難判断に必要な情報が

なかった。 

連絡なし 発災数日は連絡なし 

連絡の継続性 ・区域外避難後も継続 ・区域外避難後も継続 ・区域外避難後も継続 ・区域外避難後も継続 連絡なし 発災数日は連絡なし 

備考 

・3/12、4:00頃に東京電力

広報部からベントの情報

連絡があった。 

・3/11、16:30 頃に OFC に

町職員を派遣し、情報収

集を行った。 

 ・福島第二の立地であるた

め、福島第二の情報はホ

ットライン（手回式）で

連絡があった。 

・福島第二との連絡におい

て、福島第一の情報はほ

とんどなく、テレビで情

報収集していた。 

・ベントするかもしれない

という情報はあった。（時

刻不明） 

・EPZ 圏外のため原災法上

の通報はなかった。 

・事業者からの情報がなか

ったため、テレビで情報

収集していた。 

・市民が携帯電話で収集す

る情報のほうが早い場合

があった。 

・福島第一の隣接町であり、

東京電力と通報連絡協定

を締結していたが、連絡

はなかった。 

・東京電力は FAX したとし

ているが、確認できず。 

・事業者からの情報がなか

ったため、テレビで情報

収集していた。 

添付資料 
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＜国・県からの連絡＞ 

 

※ 時間は 24時間表示 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

発
電
所
状
況
連
絡 

発電所の状況連絡 なし ほとんどなし（2，3回のみ） なし なし なし なし 

主な連絡手段           － ・固定電話、携帯電話 － － － － 

内容の適切性       － 

・避難判断に必要な情報なし 

・事故の深刻さが伝えられず 

・連絡が遅く、情報活かせず 

－ － － － 

連絡の継続性 － ・区域外避難後も継続 － － － － 

避
難
指
示
連
絡
時
刻
等 

緊急事態宣言 
（参考）国の発表 

3/11 19:03 
確認とれず なし 確認とれず なし 確認とれず なし 

県 

2km避難 

（参考）県の発表 

3/11 20:50 
確認とれず なし 確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

3km避難 

3～10km屋内退避 

（参考）国の発表 

3/11 21:23 
確認とれず 

3／11 21:50頃 

（東電駐在員・TV確認） 
確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

10km避難 
（参考）国の発表 

3/12  5:44 

3／12  6:29 

（FAX） 

3／12  6:00頃 

（細野補佐官より TEL） 
確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

20km避難 
（参考）国の発表 

3/12 18:25 
確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

20km避難 

20～30km屋内退避 

（参考）国の発表 

3/15 11:00 
確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 

3/15 11:56 

（FAX） 
なし 

20km警戒区域 

20～30km屋内退避 

（参考）国の発表 

4/21 11:00 
確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 

4/21 12:12 

（メール） 

4/21 

（FAX） 

計画的避難区域 

緊急時避難準備区域 

（参考）国の発表 

4/22  9:46 
確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 

4/11 18:13 

（FAX、計画段階での情報あり） 

4/21 

（FAX） 

避
難
に
係
る
指
示
内
容 

避難先、避難経路の指示 

なし         

(川俣町への避難指示があった

との情報はあるが詳細不明) 

不十分 

(県からは田村市へ、警察から

は川内村への避難指示あり) 

なし 

なし 

(川内村への避難指示があった

との情報はあるが、詳細不明) 

なし なし 

避難方法の指示 なし 

・3/11 深夜に国土交通省から

とりあえずバスを出すとの

連絡があった。（3km 避難用

と認識した） 

・3/12、3:00 頃に茨城交通の

バス 50台が大熊町で待機し

ていた。 

なし なし なし なし 

備考 

 ・県とのホットライン（専用

電話、FAX）はつながらな

かった。 

・3/11、23:00頃副知事来庁

し、その後、東電副社長来

庁した。 

・県の(原子力防災用)緊急時通

信網は県庁西庁舎が被災し、

使用不可能であった。 

・県総合情報ﾈｯﾄﾜｰｸのうち地

上系回線は使用不可能、衛

星系回線は使用可能であっ

たが、連絡が集中したため

か、ほとんど通じなかった。 

 ・3/12、18:25 の 20km 避難

指示の場合、南相馬市にも

対象地区があるが、指示文

書に南相馬市の記載がな

かった。（指示文書自体は

後日、経済産業省のホーム

ページで内容を確認した） 
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＜オフサイトセンターに係る事項＞ 
 

 

 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

設置の連絡 なし なし なし なし なし なし 

職員の派遣 なし 3/11 16:30頃に派遣 なし なし なし なし 

機能喪失による国・県との連携への影響 

・当初は設置したことを把

握できなかった。 

・県と町は機能不全となっ

た。 

・国からの指示が来ても「災

害対策本部」か「統合本

部」か、どちらの指示か

不明な状態であった。 

・OFC、県の機能が回復せず、

ほぼ町独自の活動をせざ

るを得なかった。 

・OFCは地震により扉が開か

ず、自家発電は燃料が発

電機に入らずに動かなか

った。 

・OFC機能は福島県原子力セ

ンターに移動し、派遣し

た職員により FAX の受け

取り状況を確認した。 

・OFC で行われるべき対応

（合同対策協議会など）

が全くできず、混乱を招

いた。 

・情報や避難指示が入らず、

国の確認が取れなかった

ため、町単独で重要な判

断が必要となった。 

・専門知識がないため、対

応に苦慮した。 

・必要な物資の調達ができ

なかった。 

・設置を知らなかった。 ・情報が一切入らず、連携

の取りようがなかった。 

・SPEEDI の情報が入らなか

ったため、結果的に線量

の高いほうに避難指示を

出してしまった。 
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＜住民への避難指示の手段等＞ 

※ 時間は 24時間表示 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

① 

県 

2km避難 

 

（県発表 3/11 20:50） 

県からの連絡 確認とれず なし 確認とれず なし 確認とれず なし 

指示時刻 

指示手段 

時刻未確認 

（テレビの情報を受け、判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

（地震・津波に伴う避難指示

により、対象範囲の避難は

実質的に実施済であった） 

対象区域外 対象区域外 対象区域外 対象区域外 

② 

3km避難 

3～10km屋内退避 

 

（国発表 3/11 21:23） 

国からの連絡 確認とれず 3/11 21:50 確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

指示時刻 

指示手段 

時刻未確認 

（テレビの情報を受け、判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

3/11 21:51 

（テレビおよび東電常駐社員

からの情報を受け、判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

・消防団（無線不通地域） 

対象区域外  対象区域外  

③ 

10km避難 

 

（国発表 3/12 5:44） 

国からの連絡 3/12  6:29 3/12  6:00 確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

指示時刻 

指示手段 

時刻未確認（3/12 6:29以降） 

（国からの連絡を受け、全町

避難指示を判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

3/12 6:09 

（国からの連絡を受け、全町

避難指示を判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

・消防団（無線不通地域） 

3/12 8:00 

（テレビの情報を受け、町独自

で全町避難指示を判断） 

・防災行政無線 

・町職員、消防団の巡回確認 

3/12 7:30頃 

（テレビの情報及び大熊町の

避難呼びかけを受け、町独自

で全町避難指示を判断） 

・防災行政無線 

・広報車、消防団車両等 

対象区域外 

3/12 6:07頃 

（テレビの情報を受け、町独

自で 10km圏外への避難指示

を判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

・区長、消防団員への連絡 

④ 

20km避難 

 

（国発表 3/12 18:25） 

国からの連絡 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず なし 

指示時刻 

指示手段 

 田村市総合体育館で確認（時

間不明．テレビにて確認）し、

都路行政局より再避難。 

  3/13 6:30 

（テレビの情報を受け、市独自

で 20km圏外への避難指示を

判断） 

・防災行政無線 

・広報車、消防団車両等 

3/12 13:00 頃 

（テレビの情報を受け、町独

自で 20km圏外への避難指示

を判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

・区長、消防団員への連絡 

⑤ 

20km避難 

20～30km屋内退避 

 

（国発表 3/15 11:00） 

国からの連絡 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 3/15 11:56 なし 

指示時刻 

指示手段 

 田村市総合体育館において、

確認。（時間不明．テレビにて

確認）各避難所へ指示。 

  3/15 13:00 

（国からの連絡を受け指示） 

・防災行政無線 

・広報車、消防団車両等 

3/15 10:00 頃 

（テレビでのモニタリング等

の情報より、町独自で二本松

市への全町避難を判断） 

・防災行政無線 

・広報車 

・区長、消防団員への連絡 

⑥ 

20km警戒区域 

20～30km屋内退避 

 

（国発表 4/21 11:00） 

国からの連絡 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 4/21 12:12 4/21 

指示時刻 

指示手段 

    4/21 

（国からの連絡を受け指示） 

・防災行政無線 

・広報車 

・ホームページ 

警戒区域内に残っている住民

については、町職員が戸別訪

問し、避難を指示。 

⑦ 

計画的避難区域 

緊急時避難準備区域 

 

（国発表 4/22 9:46） 

国からの連絡 確認とれず 確認とれず 確認とれず 確認とれず 4/11 18:13 4/21 

指示時刻 

指示手段 

    4/22 

（国からの連絡を受け指示） 

・防災行政無線 

・広報車 

・ホームページ 

・市職員の戸別訪問 

計画的避難区域内に残ってい

る住民については、町職員が

戸別訪問し、避難を指示。 
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＜主な避難先の推移＞ 

 

 

 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

① 

避難先 川俣町(6) 

田村市(14)、三春町(8) 

小野町(2)、郡山市(3)  

川内村（7～8人） 

いわき市(10) 川内村(約 20) 他 市内(48) 
苅野小学校、苅野公民館 

他 

避難人数（ピーク） 約 1,400 8,618（他市町分含む） 5,771 
4,267（川内村） 

その他は不明 
7,896 4,100 

設置期間 3/12～3/19 3/12～8/9 3/12～6/6 3/12～3/16 3/12～10/1 3/12 

確保者 町 県など 町 県 市 町 

② 

避難先 さいたまスーパーアリーナ 会津若松市他（ﾎﾃﾙ、旅館） 会津美里町(8) 郡山ビックパレット 他 市外（188） 
浪江町役場津島支所、浪江

高校津島校 他 

避難人数（ピーク） 約 1,200 約 8,000 約 1,200 2,477（ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ） 10,603 8,000 

設置期間 3/19～3/30 4/3～11/30 3/17～6/23 3/16～8/31 3/15～ 3/12～3/15 

確保者 県 県・町 町 町 市 町 

③ 

避難先 旧埼玉県立騎西高校  中の湯（いわき市）  ホテル・旅館 
あだたら体育館、東和文化

センター、川俣小学校 他 

避難人数（ピーク） 約 1,200  88  3,012 3,000 

設置期間 3/30～  6/6～  4/5頃～10/31 3/15～8/31 

確保者 県  町  県 町 

④ 

避難先 リステル猪苗代     

福島市、二本松市、猪苗代

町、磐梯町等 

（ホテル、旅館他） 

避難人数（ピーク） 約 800     5,500 

設置期間 4/4～9/30     4/5～10/31 

確保者 県     県 

※基本的には原子力災害に伴う避難について記載 
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＜避難手段・避難経路等＞ 

 

 

※ 時間は 24時間表示 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

避難手段の確保状況 

バス 

・国： 

(川俣町→さいたま市)40台 

(さいたま市→加須市)36台 

・町： ３台 

・国：約 50台 

（国の内、使用は 50台） 

・町：5～6台 

・国：約 20台 

（国の内、使用は 2～3台

程度） 

・町：約 13台 

（町が手配した民間バスも

含む） 

・杉戸町：約 7台 

・市：43台 

（市内バス会社） 

・片品村 23台 

・取手市 3台 

・草津町 2台 

・杉並区 1台 

・自衛隊 9台 

（浪江町→浪江町内津島地区） 

・町が手配した民間バスと

独自の判断で来た民間バ

スと町のマイクロバス 

 約 8台 

（浪江町内津島地区→二本松市） 

・町が手配した民間バスと

町のマイクロバス、ワゴ

ン車でピストン輸送 

約 10台 

その他の手段 

（主なもの） 

・自衛隊の車両、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 

・自家用車による自主避難 

・自衛隊の車両 

・自家用車による自主避難 
・自家用車による自主避難 

・町内企業所有車両 

・自家用車による自主避難 

・自衛隊の車両、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 

・自家用車による自主避難 

・自衛隊の車両、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 

・自家用車による自主避難 

バスでの避難者数 

（川俣町→さいたま市） 

1,129人 

（大熊町からの全町避難） 

 

約 6,500名 

 

（楢葉町からの全町避難） 

 

 

 

（富岡町→川内村） 

 

 

 

（小高区→原町区、鹿島区） 

200名 

（浪江町→浪江町内津島地区） 

約 300名 

（さいたま市→加須市） 

1,238人 

（南相馬市→福島市） 

3,111名 

（浪江町内津島地区→二本松市） 

約 500名 

主な避難経路（震災当時通行可能であり、     

利用した経路のみをご記入下さい） 

双葉町 

↓ 国道 114号線 

川俣町 

大熊町 

↓ 国道 288号線 

田村市、三春町、郡山市、

小野町 

楢葉町 

↓ 県道 35号線 

いわき市 

富岡町 

 ↓ 県道 36号線 

川内村 

↓ 県道 36号線 

↓ 県道 65号線 

郡山市 

南相馬市（小高区） 

↓ 国道 6号線 

↓ 県道 35号線 

南相馬市（原町区、鹿島区） 

↓ 国道 115号線 

↓ 県道 12号線 

↓ 国道 114号線 

福島市 

浪江町 

↓ 国道 114号線 

浪江町（津島地区） 

 

双葉町 

↓ 国道 288号線 

↓ 国道 399号線 

川俣町 

大熊町 

↓ 国道 288号線 

↓ 国道 399号線 

川内村 

↓ 県道 36号線 

小野町 

浪江町（津島地区） 

↓ 国道 459号線 

二本松市 

避難完了時刻 
3/12、昼頃にほとんどの 

町民が避難完了 

3/12 14:00 頃にはほぼ全

町民完了 

3/12、15:00～16:00頃には

ほぼ全町民が完了 

3/12、夕方頃にほとんどの

町民が避難完了 

(小高区→原町区、鹿島区) 

3/13、昼頃までに避難完了 3/12、20:00頃 

3/15、20:00頃 （南相馬市→福島市） 

～3/25、避難希望者避難完了 

避難時間に係る事項 

・通常１時間かからないとこ

ろで、5時間かかったとい

う情報あり。 

・自家用車で通常 40～50分

で着くところが、７時間か

かった。 

往復 1 時間程度が 3 時間要

した。 

・いわき市へは、通常 20～30

分で行けるが、避難当時は

約 4時間かかった。 

・国道 6号は、当時 3～4箇

所陥没があったため、通行

不能であった。 

・川内村までの道は 1 本し

かなく大渋滞した。 

・通常 30分程度の距離が 3

時間以上かかった。 

・渋滞はしていたが、避難

所要時間帯等は不明。 

（避難途中のガソリンスタ

ンドでの給油待ちが原

因） 

・3/12 は通常 30 分で行け

るところで約 3～4 時間

かかった。 

・3/15はバスが足りなかっ

たため、ピストン輸送を

行い、通常 45分で行ける

ところで約 4～5 時間か

かった。 
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＜要援護者・病院患者の避難＞ 

 

 
 

 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

災
害
要
援
護
者
の
避
難 

民生委員等との 

連携 

・担当区域の人員をすべて把握

している民生委員（要援護者

台帳を所持）へ電話による確

認を指示した。 

・行政は指示のみで、その後の

フォローはできなかった。 

・実際は家族・個人で対応した。 

・毎月 1回、民生委員会議を開

催し、必要に応じ役場福祉

係、在宅介護支援センターも

同席し、弱者（一人暮らし、

高齢者等）対策を協議。 

・地区別名簿から声掛けを行っ

た。 

なし ・避難時に連絡出来なかった

が、区長及び民生委員が自主

的に要援護者に避難の声か

けをしてくれた。 

・地震、津波により民生委員等

も被災している状況で、要援

護者への避難の徹底はでき

ない状況であった。 

・避難の対象に民生委員等も含

まれていたため十分な連携

も図れなかった。 

・国、県、東京電力から何の連

絡もない中での避難となり、

大変混乱した中で要援護者

の対応はできなかった。 

・民生委員が独自で声掛けを行

っていた。 

視覚・聴覚障害者 

への周知 

・同上 ・民生委員、消防団による個別

訪問により対応した。 

（防災行政無線の聞こえない

地区あり） 

・町職員訪問により実施した。 ・地区の区長、民生委員が直接

自宅に行き、避難の声掛けを

してくれた。 

・基本的には市の広報で対応 

した。 

・3 月 17 日頃から、自宅に残

った方からの問合せがあり、

その内容によって市として

情報提供等の対応をした。 

・3 月 21 日には、安否確認も

含め、状況確認の照会を実施

している。 

・同上 

・消防団員が最終避難を確認 

した。 

台帳未登録者 

への対応 

・同上 ・消防団員が最終避難を確認 

した。 

・町職員訪問により実施した。 

（住民福祉課・社協（地域包括

センター）） 

・行政防災無線を活用した。 ・基本的には市の広報等で対応

した。 

・同上 

・消防団員が最終避難を確認 

した。 

病
院
患
者
の
避
難 

患者の搬送方法 

・それぞれの機関・施設で対応。 ・県立病院は、独自に対応。 

・双葉病院は、バス・自衛隊車

両により搬送。 

・ドーヴィル双葉（介護保険施

設）は自衛隊準備のバスでい

わき光洋高校に避難。 

（3～4日後） 

・120 人中 90 人について、搬

送時ストレッチャーが必要

だったため、自衛隊に要請し

て対応してもらったが、避難

後に死亡したケースあり。 

・町内に病院なし。 ・病院が自前で準備したマイク

ロバス等を使用し避難。 

・重病患者については、救急車

で搬送。 

・病院や介護施設は警察と自衛

隊による搬送も実施。 

・初期段階は病院主体で少数の

患者搬送を行った。 

・その後は福島県本部に相談、

主に自衛隊の搬送車両の協

力により搬送。 

（自衛隊搬送 3/17～20（市立

病院のみ）） 

・病院では当初避難をすること

によるリスクが高いとの理

由で難色をしめしていたが、

町及び警察での説得により、

警察のバスと重病の方は自

衛隊のヘリコプターで福島

県立医大まで搬送した。 

医療機関の患者 

への対応 

・それぞれの機関・施設で対応。 

・特に大きな問題もなく避難で

きたと考えている。 

・双葉病院は町・自衛隊で対応。 ・町内に病院なし。 ・各機関において各々の体制で

対応。 

 ・福島県立医大に町内病院の入

院患者を受け入れていただ

いた。 
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＜ヨウ素剤の配布状況＞ 

 

 

※ 時間は 24時間表示 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

国からの 

指示の有無 

配布 

3/12、13:38に搬入準備の 

状況確認と薬剤師や医師の

確保に努めるよう、原子力 

災害対策現地本部長からの

指示あり 

なし なし なし 3/16に文書通知 なし 

服用 なし なし なし なし 3/16に文書通知 なし 

ヨウ素剤の確保状況 
県が調合し、保健師が持ってき

た。 
避難時に保管分を持参 

17,000丸（震災前より県から 

貸与を受けていた。協定有） 
避難時に保管分を持参 18,000丸が届いた。 

町保管分 25,000丸あり 

（内7,000丸は南相馬市に譲渡） 

配布状況 

配布日 3/14～15頃 

なし 

3/15  3/12 

なし 

配布対象 40歳未満の住民 40歳未満の住民（町の判断） 

住民の強い希望があったこと

から、希望者に配布 

（川内村で、避難所毎に対応） 

避難用のバスに乗れず避難所

に残っていた人に対して、希望

者に配布 

配布数 確認できず   約 150名分 

服用確認 
川俣町に避難した住民の一部

の方が服用。 

服用指示は出していない。 

回収もしていない。 
服用確認まではしていない。 

避難所において、服用方法を市

職員が説明した。服用確認まで

はしていない。 

備考 

・数が足りず、県に準備を依頼

し、揃った時点で配布。 

・拒絶反応はなかった。 

・避難所ごとに準備したが、国

からの指示がなかったため、

住民への配布はしなかった。 

・三春町災害対策本部は町民に

配布したため、三春町に避難

した町民の一部は服用した。 

 ・線量も分からず、爆発も見て

おり、住民の要望を止めるこ

ともできなかった。 

・パンフレットと一緒に配布

し、服用は住民の自己判断と

した。 

・3/12、16:00の災害対策本部

で小高区への配布を決定し

たが、直後に避難指示が拡大

し、避難が始まったため、配

布できなかった。 

・3/14、11:00 の災害対策本部

で再度配布を決定し、3/15

の全協で報告する予定であ

ったが、3/14の自衛隊撤退に

より一斉避難が始まってし

まったため、配布できなかっ

た。 

・屋内退避中に指示を出されて

も、現実的に配布は不可能な

のではないか。 

（全戸訪問で配らなければな

らないのか） 

・いつでも処方できるよう避難

所には、医師が同行していた

が、配布、服用はしなかった。 
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＜防災体制＞ 

 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

これまでの訓練の有効性 

・全く役に立たず ・全く役に立たず ・全く役に立たず ・全く役に立たず ・全く役に立たず ・全く役に立たず 

・オフサイトセンターが機能せ

ず、全く役に立たなかった。 

・国や県からの指示がなく、状

況判断が難しかった。 

・地震・津波・原発事故と複合

災害になったことから、想定

外の事案が発生し、適切な対

応が取れなかった。 

・単独災害での訓練しか行われ

ておらず、今回のような複合

災害を想定した訓練が必要

と考える。 

・オフサイトセンター、県災害

対策本部の指示や連携はほ

とんどなく、訓練どおりでは

ない。 

・防災行政無線での広報、消防

団活動、婦人消防隊の炊き出

し訓練等は有効であった。 

・オフサイトセンターが機能せ

ず、全く役に立たなかった。 

・津波・地震訓練はある程度有

効だった。 

・住民への情報伝達…同報系防

災無線による広報、消防団・

職員による各戸への避難呼

びかけを実施した。 

・住民への避難誘導…津波発生

時の一次避難場所への避難

誘導は、消防団・職員により

実施した。 

・このような事故は想定してお

らず、最初は念のための避難

という意識であった。 

・地震・津波への対応により、

オフサイトセンターへの職

員派遣が出来ず、各種防災シ

ステムが停電等により使用

出来なかった。 

（国からの指示は一切なかっ

た） 

・避難所の設営、運営、炊き出

しについては、訓練を行って

いたので大体対応出来た。 

・想定を超えた津波災害に加

え、原子力災害に見舞われ

た。 

・EPZ区域外のため、もともと

原子力防災計画は策定され

ていない。 

・これまでほとんど机上訓練で

あり、さらに想定事故も小規

模（半径 3km想定）であった。 

・今回の事故はこれまで訓練し

てきた事故と全く違った大

規模なものであり、オフサイ

トセンターの機能が全く機

能しなかった。 

・これまでの住民参加型の訓練

は、屋内退避訓練のみであっ

たため、有効でなかった。 

・10km圏外へ避難するための、

避難所や避難経路を決めて

いた。（実際は、避難場所を

指定し防災行政無線を用い

て避難指示を出した） 

行政機能の移転の規定 ・規定なし ・規定なし ・規定なし ・規定なし ・規定なし ・規定なし 

行政機能移転の際に持ち

出した情報資産等 

・住民情報システム 

・戸籍システム 

・逐次、その他書類等の持ち出

しを行っている。 

・電子データ媒体（サーバー、

パソコン） 

・緊急性のある証明等（住民票

等発行） 

・津波避難時には住民台帳のコ

ピーを８部持ち出したが、そ

れ以外は田村市、会津若松市

に避難したときまで持ち出

していない。その後順番に持

ち出していった。 

・住基・課税システム 

・土地台帳 

・事務用サーバー・パソコン 

・その他、各課により必要な資

料を持ち出した。 

・住民登録名簿 

・各種名簿他（紙ベース） 

・移転せず 

・なお、小高区役所は無人であ

るが、必要なときに必要なも

のを取りに行っている。 

・住民基本台帳データ 

（システムがなかったため使

用できなかった） 

＜３月下旬以降＞ 

・住民基本台帳システム 

・戸籍、税、保健、福祉、学校

関係の書類 

＜現在＞ 

・通常業務で使用する最低限の

書類 

行政機能移転を想定した

場合に準備すべき事項 

・住民基本台帳 

・戸籍、税、保健、福祉、学校

関係の書類 

（サーバー、パソコン等データ

の持ち出しが困難） 

・サーバーバックアップシステ

ムの構築 

（パソコンをサーバーで一括

管理しているため、データの

持ち出しができない） 

・住基・課税システム 

・土地台帳 

・事務用サーバー、パソコン 

・広域で使用可能な無線機器。 

・基本データが入ったパソコ

ン、或いは電子媒体等 

（情報の安全管理が必要） 

・放射線に関する分かりやすい

資料（住民説明に必要） 

・移転せず ・住民基本台帳 

・戸籍、税、保健、福祉、学校

関係の書類 
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＜避難所等運営関連＞ 

 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

物資搬送・配布等に係る 

問題点 

・一部の避難所は物資配布開始

までに時間を要した。 

（概数で 2,600 名程度※が双葉

町内の各集会所等に避難、最

終的には、おにぎり等の配布

が 21 時頃になったと記憶し

ている。） 

※地震、津波での避難者も含む。 

・避難所が分散したため、一部

の避難所は物資配布開始ま

でに時間を要した。（1～2日） 

・風評被害で搬送業者が避難所

まで入って来ないので、職員

が物資、燃料を取りに行って

いた。 

・全ての避難所に随時物資を配

布できた。 

・一部の避難所は、物資配布開

始までに時間を要した。 

・20km 圏内は、物流がストッ

プしていた。 

・職員が買出しにいってもなか

なか手に入らない状況であ

った。 

・全ての避難所で、十分な物資

の配布が出来なかった。 

・物資は福島市や相馬市までし

か来ず、救援物資の集配場に

取りに行っていた。 

・ガソリンが不足し、国がタン

クローリーを手配したが、郡

山市までしか来ず、運転手も

帰っていった。 

・取りに行ったが運転手がいな

いため搬送できず、何とか田

村市で行ってくれる運転手

を探し、運んでもらった。 

・一部の避難所は物資配布開始

までに時間を要した（1週間） 

避
難
所
で
不
足
し
た
物
資 

発生～１週間 

下着類 

（食事等は、川俣町災害対策本

部からの支援により確保） 

オムツ、ミルク、衣類、 

暖房器具、灯油、防寒着、 

薬（投薬）、食料品 

食糧、飲料水、被服、布団、 

燃料全般、生活用品 等 

食料、ミルク、オムツ、毛布、 

下着、薬、ガソリン、灯油、 

日用品等 全ての物資 

布団、毛布類、食料、暖房器具、 

燃料、医薬品類 

食料品、衣類、毛布、寝具、 

暖房機器、燃料、ミルク、 

おむつ、くすり 

１週間～１ヶ月 全ての面で確保 同上  

食料（バリエーション少）、服 

＜行政機関＞ 

パソコン、プリンター、 

事務用品、車等 

食料、燃料、医薬品類、衣類 

衣類（下着類）、寝具、ミルク、 

おむつ、暖房器具、燃料、 

洗濯機、くすり 

１ヶ月～ 全ての面で確保 

ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、 

オムツ、ミルク、衣類等 

（ﾃｨｯｼｭ・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰは、避難

所内でノロウイルスが発生

したため、大量に使用した） 

 水、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等 食料、衣類 
衣類（女性用下着類）、 

大人用おむつ、洗濯機、くすり 
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＜避難所等運営関連＞ 

 

  双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

避
難
所
に
お
け
る
問
題
点 

発生～１週間 

・住民の安否確認 

（住民の安否確認と町外者[親

戚・知人等]からの安否照会

の対応が大変であった） 

・地区割、年齢構成等まで考慮

することができなかった。 

・プライバシーの確保 

（教室等に雑魚寝の状態） 

・病人（持病）への対応 

（病院へは公用車、消防車で搬

送） 

・携帯電話不通 

・避難所（27箇所）との連絡  

（最初は公用車で回って連絡。

その後、NTTが回線接続） 

・本部との調整 

・医師、看護婦の不足 

・簡易トイレ 

・外部との通信がとりにくい状

態が続いた。（電話、FAX、携

帯電話） 

・避難先（いわき市）も震災に

より給水ができなかった。 

・安否情報の収集、整理が困難

だった。 

・風呂対応が遅れた。 

（自衛隊による仮設の風呂サ

ービスもあったが、一部の避

難所のみだった） 

・住民が広範囲に移動し、通信

状況が悪かったため、住民の

避難所も特定できなかった。 

・物資の確保が困難であった。

（初期はおにぎり 1個×2食） 

・原発事故の情報が錯綜してい

たため、避難住民に対しての

状況の説明に苦慮した。 

・避難所がパニック状態にな

り、町長自ら説明に回った。 

・国の基準も取ってつけたよう

なものであり、対応に疑問が

ある。 

・避難者の移動が激しく、避難

所における避難者への物資

の配布に数を確定させるの

が困難であった。 

・支援物資の確保及び配布の対

応に苦慮した。 

・水道、トイレが使えない避難

所があった。 

・避難所が少なく入りきれない

住民がいた。 

・人の入退去が激しく避難者の

把握が困難だった。 

・トイレの数が少なく、また汲

み取りも間に合わなかった。 

・地震で水道管（屋内配管）が

破損し断水した避難所があ

った。 

・避難当初は寒さが厳しく暖房

対策が十分できなかった。 

１週間～１ヶ月 

・住民の安否確認 

・二次避難所（さいたまスーパ

ーアリーナ・埼玉県立旧騎西

高校）への移動手段の確保、

移動希望者の把握。 

・プライバシーの確保 

 

・同上 

・二次避難所（ホテル・旅館）

への割り当て（病人、バリア

フリー、学校）⇒旅館業組合

への協力依頼も必要だった。 

・風呂、着替え 

・情報提供手段 

・避難所の食事に栄養の偏りが

あり、体調不良、風邪が蔓延

した。（4月 19日から栄養改

善のため、弁当配布開始） 

・風呂対応が遅れた。（いわき

市） 

[4月 3日から二次避難（旅館・

ホテル）受入れにより、住民

移動が始まった] 

 

・震災の混乱や住民移動に対応

出来ず、安否確認のための正

確な名簿が作成できなかっ

た。（確認の際に住所まで確

認したほうが良い。） 

・全住民に対しての情報を発信

できなかった。 

・避難所のプライバシーや秩序

を保つのに苦慮した。 

・避難所に配布する物資の確保

が十分にできなかった。 

・避難者数に応じた避難所の確

保のため、避難者の集約に苦

労した。 

・設備的に不十分な避難所で

も、避難者対応をしなければ

ならなかった。 

・水道、トイレが使えない避難

所があった。 

・プライバシーの確保ができな

かった。 

・人の入退去が激しく避難者の

把握が困難だった。 

・トイレの数が少なく仮設トイ

レを設置した。 

１ヶ月～ 

・プライバシーの確保 

（体育館での避難生活は、住み

分けがなく、仕切りを立てて

ほしい等の苦情があり） 

[避難住民の一部は、民間借上 

げ住宅、応急仮設住宅へ移動] 

・二次避難所遠隔地における移

動手段。 

（買い物、病院へのアクセス） 

・情報提供 

[応急仮設住宅へ避難住民の移

動開始。6/11から会津美里町、

7/1からいわき市で始まった] 

・避難の長期化により、体調を

崩す人や精神的不安定な状

態になる人が多くなった。 

（ノロウイルスの疑いも出た） 

・避難所で差が出ると、不公平

という苦情が必ず来る。 

・クレーム対応で体調を崩す職

員も出た。 

・服と食料、寒さの問題は避難

者がいる期間はずっと続く。 

・支援物資の配分が仮設住宅、

借り上げ住宅、県内、県外と

違うために困難であった。 

・市外に避難した避難者が、仮

設住宅等の入居に向けて移

動して来て、避難所の運営に

影響を及ぼした。 

・避難者同士のトラブルが増え

てきて、避難所生活になじめ

ない人への対応に苦慮した。 

・避難所の整備が充分でなかっ

たことから、避難所ごとに運

営の仕方が異なった。 

・職員の配置が十分にできず、

県内の避難所に職員を出せ

という苦情が多数あった。 

・仮設住宅が間に合わず、現在

も 2箇所だけ避難所あり。 

（全員申込みは完了） 

・二次避難所（ホテル、旅館）

の数が 220 カ所にもおよび

職員を配置できず、情報伝達

ができないなど、住民からの

苦情が多数あった。 

・指定した避難所（二次避難所）

から勝手に移動する方がい

て、住民の把握が困難であっ

た。 

（10 月 27 日の本部会議にて

100%把握できたと報告） 
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＜避難所等運営関連＞ 

 

  双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

被
災
者
の
生
活
状
況 

ライフライン（水

道、電気、ガス） 

・特に問題なし ・震災直後の避難所で、水が濁

っており飲料水には適さな

い避難所もあった。 

（地震の影響か廃校だったた

め暫く使っていなかった影

響かは不明。） 

・外トイレ、簡易トイレの使用 

・水道はいわき市の避難場所

も、一カ月程度は断水状態が

続いた。 

・電気は停電なし。 

・プロパンガスが使用できた。 

・震災当初より、電気、ガス、

水道、通信等が不通だった。 

・通信手段を確保するのが困難

であり、原子力発電所の事

故、放射線についての情報が

伝わらず混乱した。 

・震災直後から電気、水道はあ

る程度確保されていたが、一

部水道管の破損等により給

水車で対応した。 

・地域によっては、下水道施設

の被災の影響があった。 

・一部避難所において、地震で

水道管が破損し断水したた

め、給水車で水を運搬した。 

・一部避難所（岳温泉のホテ

ル・旅館）において、地震で

市の水源地が破損し、給水制

限が行われた。 

物資の供給 

・逐次、供給され支障なし。 

・二次避難所における食事の提

供が行われた。 

・二次避難所以外の避難者から

物資提供の要望があった。 

・各市町村、自治会等からの差

し入れ。 

・社会福祉協議会設置の物資配

給。 

・全国からの支援物資である程

度供給できた。 

・各方面からの物資援助があ

り、供給はスムーズに行われ

ていた。 

・物資の届けられる避難所とそ

うでない避難所、自主避難者

で格差が発生し、物資の供給

を受けられない住民の不満

が爆発した。 

・善意で届いたものも個数がそ

ろわないと配布できない。 

・物資の搬入が困難な時期があ

り、市民生活に重大な影響を

及ぼした。 

・ガソリン等の燃料も確保でき

ず、避難者の移動にも困難を

きたした。 

・避難所や仮設住宅入居者への

物資の供給は、比較的平等に

できたが、借上げ住宅入居者

へは供給が薄くなった。 

その他 

 ・避難所として使っていた倉庫

ではコンクリートの上にブ

ルーシートと毛布を敷いた

だけで生活をしていた。 

・バスで避難したので、避難所

で自由がきかず、苦情が多か

った。 

 ・お金を持ってきていないた

め、物資を買うことができな

い。 

・自家用車がないと自由がきか

ず、長期間避難では不便。 

（しかし自家用車避難は避難

時にガソリン切れで止まる

可能性など、リスクもある。） 

・防災行政無線が被災し、通信

手段が失われたことから、 

情報伝達が十分に行われず、

避難者に混乱を招いた部分

がある。 

・避難者への情報提供及び支援

が十分に対応できなかった

ことから、避難者からの苦情

が多かった。 

・飲酒によるトラブルの発生が

みられた。 

・精神的不安定による口論、徘

徊がみられた。 
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＜その他＞ 

 

  双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

震
災
対
応
に
お
け
る
問
題
点 

発生～１週間 

・住民の安否確認 

・避難しなかった人の対応 

（職員と自衛隊で説得） 

・行方不明者の捜索 

・避難しなかった人の対応 

（職員と自衛隊で説得） 

・避難所（27 箇所）の立ち上

げ対応 

（住民基本台帳との照らし合

わせで持っていったコピー 

8部では不足した） 

・行方不明者の捜索 

・町内残留者への避難説得 

（現在まで継続中[10/12時点]） 

・県外避難者への対応 

（安否確認、物資供給、情報提

供など現在まで継続中[10/12

時点]） 

・津波等による行方不明者の捜

索 

（4/25 以降、警察、自衛隊に

よる本格的な捜索により、あ

る程度解消された） 

・震災後で品物は品薄であった

が、町を含め、殆どの住民が

現金を持っていなかったの

で、買い物や今後の生活に不

安を持った。 

・通信手段が確保するのが、困

難であった。 

・災害対策本部等（市役所、  

区役所）と避難所間の通信手

段は電話がほぼ不通状態で

あったため、職員所有の携帯

電話の電子メールで行って

いた。 

・小高区役所との連絡は１時間

毎に行う災害対策本部会議

に区役所から職員（連絡員）

が来て情報を取っていた。 

・市庁舎の通信手段は１階の衛

星固定電話１台のみ。 

・防災行政無線を流しても屋内

で閉め切っていると全く聞

こえず、何を流したのかとい

う問合せが殺到した。 

・事故が大きすぎて人員配置、

避難所運営など、町の防災計

画では対応ができなかった。 

・県貸与の衛星電話は山間部で

つながりにくく、他の災害関

係機関の連絡もつながりに

くかった。 

・ドコモやソフトバンクの携帯

電話はつながらず、個人の au

の携帯で直接連絡していた。 

・アナログの防災行政無線も避

難所が山間部であったため

つながりにくかった。 

・防災行政無線は、充電器を持

ち出していないため、バッテ

リーが 2 日程度しか持たな

かった。 

１週間～１ヶ月 

・住民の安否確認 

・病人への対応 

・避難者情報の提供を求める要

望が多かった。 

・病人への対応 

（ノロウイルス感染） 

・医師不足 

同上 ・避難所のプライバシーや秩序

を保つのに苦慮した。 

 ・臨時の電話回線は、安否確認

が多くふさがってしまった。 

・通常の業務は、個人の携帯電

話で対応していたが、電話番

号が知れ渡ってしまい、それ

も安否確認に使われた。 

１ヶ月～ 

・住民の安否確認 

・病人への対応 

（インフルエンザ等の感染症

者対策） 

・避難者情報の提供を求める要

望が多かった。 

・役場機能移転（4/6）に伴う

事務。 

・安否確認（～7月下旬頃まで

5～6名わからず） 

・津波被害によるガレキ処理。 ・支援物資の配分が仮設住宅、

借上げ住宅、県内、県外と違

うために困難であった。 

 ・二次避難所（ホテル・旅館）

について、小中高生のいる家

庭と病気で通院している方

のいる家庭を優先して、福島

市や二本松市に割り振った

ため、一般の方の多くが会津

地方に割り振らざるを得な

くなり遠方なため不満が続

出した。 
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＜その他＞ 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

復旧・復興にあたり最優先

に取り組んで欲しいこと 

・原子力災害（放射線）という

特殊性から、すべての面にお

いて、身動きのとれない状況

にある。 

・いつ故郷に帰れるのか先行き

不明の状況の中、復旧・復興

にはまったく手付かずであ

る。 

・原子力災害がいつ終息するの

かが明確にならない限り、住

民は勿論、行政も新たな方向

性が見出せない状態にある

ので、第一に原子力災害の終

息に取り組んでいただきた

い。 

・詳細なモニタリングと放射性

物質の除染 

・水道、道路、電気、学校、病

院等のインフラ整備 

・産業基盤の回復 

・東京電力関連企業の撤退に伴

う雇用の場の確保 

・風評被害 

・資産補償 

・除染の徹底 

・雇用の創出 

・住宅修繕の補助 

（津波・震災のみであれば、修

繕の早期着手が可能だった

が、原子力災害を原因とする

警戒区域が設定されたため、

修繕ができない状態にあり、

梅雨、台風により家屋の状態

は悪化している） 

・年間 1mSｖの広報が周知され

ていない。（自然放射線を考

えれば不可能） 

・7/11 から瓦屋根を損傷した

住家へのシート掛け工事は

実施されている。 

（町民の要望に応え町独自で

700件実施、費用は東電に請

求） 

・除染対策を含め帰町出来るか

どうかの早急な判断。 

・ライフラインの復旧と雇用の

創設。 

・線量が低くなって戻れるとし

ても、数年になった場合、家

屋の状態も酷くなるので、住

環境の整備が必要。 

・さらに子供たちが戻れる環境

にしてほしい。 

・除染をしても取り除いた後ど

うするのか、想像を絶する規

模が必要。 

・仮置きも数年かかるので、国

が責任を持って担保しなけ

ればならない。 

・雇用、住宅は勿論だが、まず

は避難している市民が安心

して戻れる生活環境を作ら

なければならない。 

・市内の除染、汚染土の処理、

瓦礫処分、防潮堤の整備等が

必要と考える。 

・医療の確保が必要。 

（もともと医師が不足してい

た中で、原子力災害でさらに

不足している状況である。） 

・学校の安全確保、介護施設等

の整備が必要。 

・仮設住宅は、プレハブメーカ

ーとハウスメーカーでの品

質の差が大きい。 

・除染が帰還に向けての大前提

であり、最優先で取り組む必

要がある。 

「災害救助法」に基づく救

助における問題点 

（収容施設、生活必需品、

医療、埋葬など） 

・今回の災害については一般の

災害救助法を適用するので

はなく、原子力災害の特殊性

を考慮した法整備と対応が

必要である。 

・収容施設は 4 市町、27 施設

にも及び、生活必要品も間に

合わない状況であった。 

・急病についても、薬品、看護

師、医師不足と、風評により

除染（スクリーニング）を受

けていないと診察してもら

えない事象もあった。 

・埋葬については、関係市町村

の配慮でスムーズに実施さ

れた。 

・県外避難者に対する救助で、

他都道府県での対応がまち

まちであった。 

（借上げ住宅、物資供給） 

・後で、その支出が出来ないと

言われるので、国や県より災

害時の財政支出するにあた

っての専門の人材が欲しか

った。 

・生活必需品等について、現物

支給であるため、個々で本当

に必要な物が手に入らなか

ったり、配布に時間が掛かっ

たりした。 

・先に必要な物資を買ってしま

った人もおり、現金の方が早

く動くことができるため、現

金支給のほうが良い。 

・家電 6点セットの配布にも問

題があり、1人でも 5人でも

届くのは公平じゃないなど、

全ての不満が町にかかって

くる。 

・災害救助法の適用について、

周知が不十分であった。 

・県外避難者に対する災害救助

法の適用が県を通じて対応

することから、迅速に対応で

きなかった。 

・都道府県によって災害救助法

の適用に差があることから、

一律的な避難者からの要望

に対する対応できなかった。 

・業務委託や行方不明捜索に 

係る消耗品など、災害救助法

の対象とならない経費があ

った。 

・職員が足りず業務委託を行い

たいが、対象とならない。 

・捜索活動のため仮設トイレを

設置したが、職員が使うのは

ＯＫだが、自衛隊が使うのは

ダメという考え方であり、実

際、区別できるはずがない。 

・伝票が大量になる。 

・火葬は通常 15,000 円程度で

あるが、区域外火葬になると

5～6万円かかる。 

・災害関連死による火葬、棺、

骨壷、骨箱、ドライアイス、

遺体の搬送費用などは 7 月

下旬までは助成されるが、8

月から打ち切られてしまっ

た。（生活保護を受けている

方が義援金を受け取ると生

活保護を受け取れなくな

る。） 

・仮設住宅の入居は 2年となっ

ているが、原子力災害につい

ては、2年では自分の町に帰

れる可能性が低い。（現行法

では原子力災害には対応で

きない。） 
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＜その他＞ 

 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

「原子力損害の賠償に関

する法律」に基づく賠償に

ついての問題点 

・被災者救済を本旨とした法律

とすべきである。 

（支援機構法の目的を見ると、

電力会社を支援するための

法律に変わっている） 

・原子力損害賠償紛争審査会の

中間指針の内容基準は、極め

て不満。被災者の実態をまっ

たく反映していない。 

・東京電力の被災者への対応が

やさしくない。損害賠償請求

書も分厚く、極めて難解。 

・原子力損害賠償紛争解決セン

ターでの解決が進まず、また

自ら策定した特別事業計画

に背き、東京電力が和解案を

拒否するなど、被災者を愚弄

した行為に出ており、町とし

て強く抗議している。 

・審査委員会の中間取りまとめ

で試算したが、法律の範囲を

超えていた。 

・精神苦痛の補償が半年で半額

となるのはなぜか。 

・借金が補填されるかどうか心

配。 

・警戒区域からの車の搬出につ

いて、以前 10 万カウント未

満で搬出した車で再度入域

したとき、今の基準である

1.3万カウント未満でないた

め退域できないケースが見

られる。 

・国として、責任を負うという

観点からすると、加害者と被

害者が直接交渉しているこ

とはおかしいのではないか。 

・国が介入すべきであり、国が

東電に変わって補償すべき

でないか。 

・賠償手続きについては極めて

不満が強い。 

・実際の細かい状況について、

決まっていないため、（例え

ば、住宅ローンや家屋の補償

等）今後に不安をおぼえるよ

うになっている。 

・請求が複雑で、高齢者を中心

に申請を出せない人が多数

いる。 

・全部事業者に任せた対応であ

る。 

・東京で判断できるのかが疑

問、町民の生の声が届いてい

るのか。 

・手続きをする東電社員も良く

分かっておらず、窓口で聞い

てもコールセンターで聞い

て欲しいという対応もあっ

た。 

・弁護士からそう簡単に出さな

い方が良いとまで言われて

おり、7,000件申請しても、

東電と合意したのが 6 件と

いう状況である。 

・損害賠償については、全て電

力で対応してもらうことと

しており、市としては関与し

ない。 

・市の損害は今後求めていく

が、県を通してまとめて行っ

ていくのではないか。 

・賠償手続きにおいて、住民票

や被災証明が必要になるの

で、ものすごく住民が殺到し

た時期があった。（1 階が住

民で溢れていた） 

・原子力損害賠償紛争審査会の

中間指針では、精神的損害に

ついて、事故発生から 6カ月

間は、一人月額 10 万円を目

安とし、その後の 6カ月間は

一人月額 5 万円を目安とす

るとしているが、今回の原発

災害では原発事故の収束の

目処もついていなく、自分の

家にいつ戻れるのかもわか

らない中で精神的な損害は

むしろ増大している。 

・原子力災害は他の災害と異な

り不安が増幅していくため、

減額すべきでない。 
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＜その他＞ 

 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

内部被ばく 

検査状況 

・福島県主体で実施 

・9月下旬～11月で実施予定 

・対象は 700名（人口の 1割） 

①妊娠中の方（約 70名） 

②4歳以上小学 6年生まで 

③0～3 歳以下の乳幼児の保護

者（②＋③＝750名） 

④現在、中学 1年生から中学 3

年生までの方 195名 

・今後、3月 12日以降、双葉町・

浪江町（津島地区）及び同発

電所の 20km圏内にいた方（人

数不明）の検査と町民全員の

検査を要望。 

・福島医大（福島県が委託）が

事故後の追跡調査（アンケー

ト）を、全町民対象に実施し、

そこから放射線量を推定する

予定。 

・町長が 700 人の理由を県に求

めたが分からない。 

・福島県主体で実施 

・対象は 1,700人（人口の 1割） 

①妊娠中の方 

②小学 6年生まで 

②その他 4～7歳の親（一緒に

行動した人）も対象 

・移動式 WBC は会津若松市内の

みで、他は東海村（1日 100人

程度）にて検査 

・これまで早くから内部被ばく

検査を実施するよう県に言っ

ていたが実施してくれなかっ

た。 

 

・福島県主体で実施 

・対象は約 800人（人口の１割） 

・0歳児～中学 2年生まで 

・郵送により通知し、回答は同

封の封筒による。 

・小中学生に対しての積算被ば

く線量は、避難先の市町村に

より積算線量計（ガラスバッ

ジ等）を貸与している。 

 

・福島県主体で実施 

・対象は約 1,600 名（人口の 1

割） 

①妊娠中の方 

②4歳から小学 6年生まで 

③3歳以下の乳幼児の保護者 

・県から住民の 1 割という割り

当てがきているが、対象は町

村任せ。 

・自治体によって、対象年齢が

異なってしまうなど、問題が

出ている。 

・住民の不安を取り除くために、

全住民に対して検査を行うよ

うに要請している。 

・市が実施 

（市として要綱を制定して、市

立病院で実施） 

・7/11から実施中 

・最初は鳥取県の移動式 WBC を

借りて実施。 

・県にも要請しているが待って

いられない。 

・現在は市で 1 台購入、県から

１台借りて実施している。 

・福島県主体で実施 

・6月から実施 

・対象は 

①妊婦 

③4～5歳児、小・中・高生 

②0～3歳児の母親 

・日本原子力研究開発機構（東

海村）で実施 

・なお、現在、全町民を対象と

した検査をするため県で購入

した WBC の内 1 台を当町に回

すよう県に要望している。 

・WBC の導入を国へ要望してい

る。 

・貸し出し用の個人線量計 700

台を購入し、11 月から貸し出

し予定である。（貸し出し期間

は 5日間） 

 

内部被ばく 

検査実績及び 

予定 

（* H24.1/31時点 

での実績を追記） 

 

・H23年 9月 29日～ 

H24年 1月 31日までの 

 実施人数 

(県主体分  1,214人） 

独立行政法人日本原子力研究開

発機構（JAEA）（東海村）などで

実施。 

・10/7まで 280人済 

・9/22～市内で 1日 40人 

・10/7～東海村で実施 

・今後 1,100人予定（バス送迎） 

・他の発電所で仕事をして WBC

が引っかかるケースあり。 

 

・H23年 6月 27日～ 

H23年 12月 31日までの  

実施人数 (県主体分 1,743人） 

          (  主体分   人) 

合計 1,743人 

（対象：0～18歳） 

 

・H23年 9月 5日～ 

H24年 1月 31日までの 

実施人数 

(県主体分 1,227 人） 

         (町主体分 479人) 

合計 1,706人 

 

H23年度中の実施予定人数 

 

3,365人 

 

 

 

・累計 3,958人（10/14） 

・8/22から 75人/日で実施 

・申込みは累計 9,711人となり、

予定者数を超えたため、7/25

に受付を一時停止した。 

・これまでに内部被ばくを受け

た状況は見られない。 

 

・H23年 7月 11日～ 

H24年 1月 30日までの  

実施人数 (県主体分      0人） 

(市主体分 10,123人) 

合計 10,123人 

・累計 3,197人 

・検査結果は、生涯の積算線量

が 2mSv 以上 3mSv 未満と推計

された児童 2 名が出たが、全

員が健康に影響が及ぶ数値で

はなかったと判定された。 

 

 

・H23年 6月 27日～ 

H24年 1月 31日までの 

実施人数 (県主体分 3,068人） 

          (町主体分 129人) 

合計 3,197人 
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＜その他＞ 

 

 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

放射性物質除去（除染）の

状況について 

 

・現在、警戒区域に設定されて

いることから、立入不可能に

つき、全く進んでいない状況

にある。 

・今後、事故の収束に向けた「第

２ステップ」が完了した時点

で、警戒区域の解除した上

で、新たな区域見直しを検討

することとなっているので、

これから除染作業等につい

ても具体案が示されると考

えるが、現状では除染技術が

確立されておらず、国のモデ

ル事業の実施受入れは困難

な状況にある。今後の技術開

発の状況を十分に見極めた

い。 

・20km 圏内に入れないので、

計画等は今後。 

・国が計画を策定しており、モ

デル事業でどれくらい除染

ができるかを、発電所周辺と

役場周辺の 2 箇所で 10 月末

～11月終わりまでで実施。 

・除染について、年間 20mSv以

上は国が、1～20mSv は市町

村が実施。 

・他の町村では 20mSv以下の地

域で住んでいるが、それでい

いのか判断は必要。 

・大熊町としては 20mSvギリギ

リのところを除染して復旧

に向けた拠点を作りたい。 

・その効果を見て町の方針を出

す。 

・国から町内 2カ所（南工業団

地（前緊急時避難準備区域）、

上繁岡行政区の一部（警戒区

域内））を除染モデル地区と

して決定を受けた。 

・実施内容等の詳細については

現在検討中。 

・10/18現在、モデル地区 2ヶ

所を指定し、地域住民の承諾

をもらっている状況である。 

・警戒区域内は全て国でという

ことになっている。 

・除染したものは膨大な量にな

り、一時仮置きや中間貯蔵が

どうなるのか、見通し不明 

・将来見通しは不明。 

・平成 23年 7月に、「南相馬放

射性物質除染方針」、「放射性

物質除染マニュアル」及び

「南相馬市放射性物質除染

カレンダー」を策定した。 

・8･9月を除染強化月間と位置

付けながら除染を実施して

きている。（計画施設数 236） 

・10/19現在では、原子力災害

対策本部が示した「除染に関

する緊急実施方針」に基づく

本市の除染計画を策定して

いる。 

・全国に先駆けて「除染対策室」

を設置。（市 4 名、杉並区 3

名、東電 1名、臨時 1名） 

・アイソトープセンターと協定

を結び、専門家がずっと来て

くれている。 

・仮置き場をどうするのか、こ

れから地元説明が大変であ

る。 

・20km 圏内は国が実施、市内

全域、国でやるべきといって

いるが、待っていられない。 

・「南相馬市線量低減化活動支

援事業補助金交付要綱」を定

め、通学路、公園等の除染等

を実施する団体に対し、補助

金（50 万円）を交付するこ

とで、コミュニティによる除

染の促進を図っている。 

・警戒区域のため立ち入りが 

できず、放射性物質の除去は

行われていない。 

・モデル地区（2箇所）を選定

し、11 月半ばから来年 2 月

下旬までを目処に除染を 

計画している。（1 箇所ずつ

行う） 

・今後放射性物質の除染、除去

については国が主体になっ

て行うとなっている。 
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＜その他＞ 

 

 

双葉町 

(H23.8/1 現在) 

大熊町 

（調査時点） 

楢葉町 

（H23.9/1現在） 

富岡町 

（H23.9/8現在） 

南相馬市 

（H23.3/22現在） 

浪江町 

（H23.6/14現在） 

住民対応に

あたる職員

の状況 

職員数（特

別職除く） 
           ８１ １２６ １０９ 約１４０ ５５２ １６９ 

人数、業務

内容、問題

点等 

・秘書広報課：2名 

・総務課：9名 

・議会事務局：2名 

・企画課：6名 

・税務課：7名 

・出納室：4名 

・住民生活課：6名 

・健康福祉課：11名 

・産業振興課：9名 

・農業委員会：1名 

・建設課：6名 

・教育総務課：4名 

・生涯学習課：4名 

・歴史民族資料館：1名 

・図書館：2名 

・幼稚園：4名 

・小中用務員：3名 

（上記計 81名：応援除く） 

 

 

 

 

 

 

 

※業務内容が通常業務と錯綜し、災害

関連に従事する職員が少なくなる

状況にあり、災害関連業務に従事す

る職員の再編が課題である。 

※仮設住宅等の完成に伴い、管理業務

を担当する職員の派遣が必要とな

ることから、職員の不足が懸念され

る。 

※４月以降、山口市、雲南市、東京都

特別区、埼玉県、加須市並びに周辺

の市など、多くの自治体から、災害

支援業務、選挙管理業務など支援を

いただき大変感謝している。 

 

・総務課 11名 

・出納室  3名 

・企画調整課 8名 

・税務課  8名 

・住民課  9名 

・保健福祉課 6名 

・熊町児童館 1名 

・大野児童館 1名 

・保健センター 4名 

・地域包括支援センター 3名 

・保育所  11名 

・生活環境課 9名 

・産業課  6名 

・建設課  8名 

・議会事務局 2名 

・農業委員会 2名 

・教育総務課 5名 

・生涯学習課 4名 

・図書館   2名 

・スポーツ振興課 3名 

・大野小学校 1名 

・大熊中学校 1名 

・熊町幼稚園  5名 

・大野幼稚園  7名 

・いわき連絡事務所  6名 

（上記計 126名：応援除く） 

 

 

 

※９月から日曜、祭日は休み（日直当

番）となったが、土曜日は各課半分

ずつの職員が出勤。体調管理に要注

意である。 

災害対策本部体制 

・本部班：3名 

・総務班：7名 

・財政・出納班：5名 

・情報班：9名 

・住民班：14名 

・税務班：4名 

・商工班：3名 

・雇用班：2名 

・教育班：8名 

・保育・受付班：9名 

・産業班：3名 

・農村環境改善センター：3名 

・地区連絡員：7名 

・いわき出張所：32名 

（上記計 109名：応援除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会津美里町といわき市に出張所を

設置。 

※複合災害の体制は考慮せず。 

※地域防災計画の災害対策本部体制

は、自然災害と原子力災害の２つの

パターンがあるが、複合災害の体制

まで想定していなかった。また、２

ヵ所での運営は、現地災害対策本部

を設置する想定はあったが、業務内

容は応急対応としていた。 

課長以下、各班で対応 

（兼務あり） 

・総務班：10名 

・輸送班：6名 

・物品管理班：3名 

・避難所調整班：6名 

・情報収集・広報班：4名 

・復興 P班：4名 

・税務班：5名 

・健康福祉班：26名 

・救護班（診療所）：5名 

・健康調査班：11名 

・義援金 P：5名 

・保育施設運営班：12名 

・総括本部、生活環境班：9名 

・雇用対策班：4名 

・一時帰宅対策班：32名 

・住宅支援班：50名 

・出納班：3名 

・議会班：2名 

・総合窓口班：9名 

・教育班：9名 

・生涯学習班：4名 

（上記計 219人：兼務あり） 

 

※限られた職員で、24 時間体制で対

応し、業務的にも何をしていけばよ

く分からず、住民対応をしていた。 

※避難所が広範囲に及んでいたため

職員が分散され、休養も取れなかっ

た。 

※同じ被災者という立場でありなが

ら、住民から苦情により精神的にも

辛い状況が続いた。 

※職員は約 140名、各県から多くの応

援をいただいた。 

・市民対応、報道対応等：4 名 

・市民相談、避難所への情報通信、

罹災証明：6 名 

・避難計画、避難情報提供：3名 

・総括、職員配置計画、避難誘導

関係、各課調整等：12 名 

・救援物資受入：15名 

・炊き出し、避難所対応等：28名 

・避難所との連絡調整、安否確認、

避難先確認等：6名 

・避難者リスト更新、ホームペー

ジ更新、掲示板管理等：7名 

・窓口業務、年金業務等：19 名 

・市民対応、市内ゴミ対応、し尿

処理、斎場等：28名 

・災害対策本部、防災行政無線、

警察・消防との連絡等：7名 

・要援護者対応、避難所運営、身

元不明者火葬対応等：13名 

・高齢者の安否確認・支援、介護

保険給付対応、介護保険施設と

の連絡等：12名 

・避難困難者対応：9名 

・避難所対応、寝たきり重傷者対

応等：21 名 

・排水対策、農地対策、燃料班等：

17 名 

・物資配給、給油手配等：8 名 

・支援物資対応、ガソリンの手配、

プロパンガス供給調査等：9 名 

・道路関連作業対応、核種運搬作

業等：28 名 

・避難所対応：10名 

・市営住宅入居者対応、物資供給

等：9 名 

・浄水場・水道管理、水道水検査

等：19名 

・処理場・下水管理等：17名 

・総合病院：17 名 

・小高区役所：50名 

 

※市町村合併後、人員を減らしてきて

いるが、災害対策の中で減らすこと

ができるかが課題。 

災害対策本部体制 

（兼務あり、応援除く） 

・災害救援班：16名 

・災害給付班：11名 

・一時立入計画班：8名 

・総務班：15名 

・行政運営班：4名 

・出納班：3名 

・議会事務局：4名 

・総合情報班：6名 

・町民窓口班：12名 

・健康福祉班：25名 

・産業振興・賠償対策班：7名 

・教育委員会事務局：6名 

・診療所運営：5名 

・避難生活支援班：13名 

・生活支援物資班：7名 

・住宅支援班：15名 

・2次避難施設連絡所：10名 

・1次避難所管理：8名 

 

※災害当初は、被災証明窓口、児童生

徒支援、安否確認、物資搬入・運搬、

避難所巡回訪問（保健師）、それに

町設置の一時避難所 16 カ所、他市

町村設置の一時避難所 2 カ所にも

職員 3～4 名ずつ配置し避難者対応

にあたった。これらの業務で手一杯

で通常の業務はとてもできる状況

にはなかった。その後、二次避難所

へ移動をしてからも避難所の数が

220カ所となり、とても二次避難所

へは職員を配置できなかったため、

連絡所を 3 カ所設置し避難者対応

にあたった。 

国県及び他市町からの応援は、常時

20～25 名の応援を受けており、こ

れらの応援がなければ対応できな

かった。 
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＜その他＞ 

 

 
双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 南相馬市 浪江町 

国、自治体、事業者等への

要望 

＜国への要望＞ 

・原発災害が長期化するに伴い、2

回目の一時帰宅等が検討されて

おり、それらに伴う事務量が増

大し、現在の職員の状況では対

応することは不可能な状態。国

や県に対し人的応援の要請を行

う必要がある。 

・現在、災害救助法の中で対応さ

れているが、原子力災害におけ

る特別法制定が必要。 

・電源三法交付金について、事故

対応への使途を認めてもらう。

或いは、事故対応のための基金

造成など交付金の上積みを図っ

てもらいたい。 

・担当職員の異動が早すぎて、プ

ロは育たない。職員の養成を行

うこと。 

＜事業者への要望＞ 

・後継者、技術者を養成し、技術

の継承を行うこと。 

（発電所を造った人が定年退職

し、経験の無い若い職員で現場

対応はできない） 

＜全原協への要望＞ 

・このような事故事例の検証をす

るスタッフを作らないといけな

いのではないか。 

・国に交付金のあり方の見直しを

求めて欲しい。 

（使うための交付金ではなくて、

事故対応の使い方を国に認めて

もらう。或いは、事故対応の基

金造成のための交付金の上積み

を諮ってもらう事が大切ではな

いか。） 

＜自治体への助言＞ 

・防災協定、災害援助協定は結ん

でおくべき。 

・住民組織が必要。 

・行政組織をどうやって維持する

かが重要（住民対応を整理して

役割分担を明確に） 

・発電所に対する取組み方、体制

について、職員はプロにならな

いといけない。 

・精神的慰謝料並びに本年中の

収入補償については、ようや

く動き出したが、資産補償が

全く動きなし。 

・放射性物質の汚染が明確にな

っており、除染を実施しても

100％除去できないことか

ら、早急な補償について、行

動をおこしてもらいたい。 

・事故の早期収束が決まらない

と次のステップに進めない。 

・9月中旬より賠償の本請求が

始まったが、不動産（財産）

に関する請求が決まってい

ない。事故後 7 ヶ月を経過

し、転機に支障をきたすた

め、早急に示すべきである。 

・介護保険料の減免実施に伴

い、天引き分の還付の必要が

生じた。日本年金機構から還

付するなど労務の軽減をお

願いしたい。 

・原子力発電所の立地自治体は

立地段階から苦労している。

国は責任を持ってエネルギ

ー政策に関わってほしい。 

・交付金について、これまでの

説明だと燃料棒があれば長

期発展対策交付金は出せる

といっていたが、打ち切りの

流れもあるようである。 

・廃炉までの交付金の新設を。 

・立地給付金については個人で

はもらえないが特例で昨年

の実績を踏まえて町一括な

らもらえるとのことで、災害

復旧に使いたいと考えてい

るが、県がもらって県全体に

交付する動きもあるようで

ある。 

＜国＞ 

・原子力災害前の状況まで復旧

し、復興を前提とした第２ス

テップ以降のロードマップ

を早期に提示すること。 

・エネルギー政策の見直しを進

めること。 

＜事業者＞ 

・東京電力福島第一原子力発電

所の事故を教訓とし、原子炉

の堅牢性、安全性を過信せ

ず、防災対策を見直すこと。 

＜国・県＞ 

・災害時の連携を見直すべきで

ある。 

・今後、短期的な見通しを示す

べきである。 

・マスコミに情報を流す前に、

関係自治体との協議を行っ

て欲しい。 

・表に出せば住民が反応し、問

合せは全て市町村にくる。 

・また、結局、実際に業務をや

るのは市町村ということが

多く、対応する市町村の状

況、能力を考えていない。 

・大臣が思いつきで言ったこと

が全て市町村にかかってく

る。 

・支援物資等について、品物で

なくお金で渡せるようにし

て欲しい。 

・早急に賠償について、対応し

て欲しい。 

・原子力発電所の状況と国の発

表に乖離があり、報道規制が

あったとしか思えない。正確

且つ偽りのない情報を迅速

に伝達していただきたい。 

・ＳＰＥＥＤＩは一番早く出す

べき情報。 

・ＳＰＥＥＤＩが早く公開され

ていれば、避難路も飯舘、福

島方面ではなく、仙台方向に

誘導し、飯舘、福島方面に避

難した避難者は被曝をする

ことはなかったはずである。 

・国、事業者の動きと東京電力

の動きが異なり、最終的に

は、市町村の情報による対応

を事業者が求めるなど、被災

自治体への負担が大きく、如

何に被災自治体の負担を軽

減するか、全国的な展開をお

願いしたい。 

・特に、避難者が居住している

自治体の連携がスムーズに

できる体制の整備をお願い

したい。 

・国の対応は遅い。我々に対し

て何もできていない。 

＜国＞ 

１．帰還環境の早急な整備。 

・警戒区域の運用緩和（除染、

インフラ調査などのため） 

・モニタリングポストの全町

配置。 

・日本の総力を挙げた除染の

実現。 

・帰還可能時期の提示。（帰

還ロードマップの作成） 

など 

２．放射能不安への対応。 

・線量計の各世帯配布予算の

確保。 

・放射線量、放射性物質に 

関する安全基準の公的な

整理。 

・ホールボディーカウンター

の被災自治体への配備。 

３．損害賠償の責任ある対応 

・中間指針の抜本的な見直し

及び責任説明の遂行。 

・東京電力による賠償対応の

柔軟化。 

４．避難者支援のための原発被

災自治体への財政支援等

の強化。 
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